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1．はじめに

　平成13年1月の中央省庁等の改革に伴い，わ

が国に政策評価制度が導入された］｝．本制度は，

平成9年12月に行政改革会議の最終報告におい

て導入が提言されたものである．この行政改革

会議最終報告では，政策評価導入の背景として

①バブル経済が崩壊し，それまでの右肩上がり

の経済成長が終焉したこと，②財政赤字が拡大

していること，③社会が成熟化し，国民の価値

観が多様化していること，④戦後型行政システ

ムの制度疲労等を挙げ，旧来型の行政では，限

られた資源を有効に活用し，多様な国民のニー

ズに応えられないと指摘した．口まり，旧来型

行政は，縦割りの弊害や官僚組織の自己増殖・

肥大化のなかで深刻な機能障害をきたしており，

そこには，個別事業の利害や制豹に拘束された

政策企画部門の硬直性，利用者の利便を軽視し

た非効率な実施部門，不透明で閉鎖的な政策決

定過程，政策評価やフィードバック機能の不在，

各省庁の縦割りと自らの所管領域には他省庁の

口出しを許さぬという専権的・領土不可侵的所

掌システムによる全体調整機能の不全，といっ

た数多くの問題が存在するというのである．そ

して，これらの問題点を打開するためには，効

率的で透明な政府を実現させることが必要であ

ると1し，政策評価制度の導入が提言されたので・

’ある2］．したがって，本制度の目的は，①国民

に対する行政の説明實任を徹底し，②国民本位

の効率的で質の高い行政を実現することによっ

て，③国民的視点に立った成，果重視の行政への

転i換を図るヒとである町

　そして，これらの目的は，そのまま地方公共

団体（以下，自治体という）の行政評価制度に

もあてはまるd）．自治体の行政評価制度は，中

央雀庁のそれと異なり法律等で制度が一律に導

入されるものではなく，各自治体が独自の判断

で導入の可否を決めるものである．平成14年度

に行政評価制度を導入済みの自治体は，都道府

県で43団体（92％），政令指定都市で8団体

（67％），市区町村では254団体（8％）となっ

ている5｝．

　中央省庁に導入された政策評価制度，および，

自治体の行政評価制度を構築するにあたっては，

ニュー・パブリック・マネジメントの理mbfi）を

用い，’既に積極的に行財政改革を行っている欧

米先進国の多くの例7｝が参考とされてきた．し

かしながら，こうした海外のある制度を導入す

る場合には，その表面的な制度の移植のみでは，

似て非なるものを作り，期待された効果をあげ

ることが出来ない場合がある．真に有効に機能

する制度を構築するためには，制度の理念を理

解すると同時に，制度の実効性を担保するたあ

’の諸制度の整備が欠かせないであろう．

　本章ではこのような認識のもと，英国の政策

評価制度である公的サービス協定（PUblic

Service　Agreement，　PSA）およびPSAの遊効

性を担保する諸制度を検証する．また，わが国

自治体の行政評価制度導入の先駆けである三重

県の行政評価制度を検証する．そして，行政評
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価制度がより良く機能するための課題，および，

課題克服のシナリオを考察する．そこで，まず

第2節では，PSAおよびPSAを直接支える制度

であるサービス提供協定（Service　Delivery’

Agreemen仁SDA）の概要を具体晦な事例を検

討しながら明らかにする．第3節では，英国の

行財政改革の経緯を概観したのち，予算・歳出

管理制度，資源会計・予算および省庁投資戦略

の諸制度がそれぞれどのようにPSAの有効性を

担保しているのかを考察する．第4節では，予

算・歳出管理制度とPSAとの関係を明らかにし

たうえで，PSAを含む予算・歳出管理制度全体

のフレームワークおよび意義を考察し制度全体

の評価を行う．第5節では，三重県の行政評価

制度を概観し，第6節で三重県制度と英国制度

の比較，および，三重県制度の評価を行う．そ

して，第7節で，わが国自治体の行政評価制度

の課題および課題克服のための改革のシナリオ

を考察する．

2．公的サービス協定（PSA）およびサービス

　提供協定（SDA）の概要

　PSAは，ブレァ政権が掲げる政府の近代化

（Modernizing　Government）政策の一貫とし

て成果志向の行政を目指す行政改革の手法とし

て，1998年の包括的歳出見直し
（Comprehensive　Spending　Reviε・w，　CSR）8｝に

おいて導入された．このCSRでは，より良い公

酌サービスを提供するためには，限られた資源

を成果に結びつけていかに効果的に利用するか

が重要であるとの認識から，省庁毎の3年間の

歳出予算を示すと同時に，その資源を用いて国

民に対しどのようなサービスを具体的に提供す

るかを明らかにした．

　この各省庁毎に，具体的なサービスの成果

（アウトカム）目標を明らかにするものがPSA

である．各省庁はPSAにおいて，省庁の①設置

目的（Aiin），②目標（O，　bjective），③各目標

に対する具体的なターゲット，④VFMS）夕一

ゲット，および⑤夕一ゲット達成についての責

任の所在を明らかにすることが求められる．そ

して，その内容は，政府が表明する重要基本方

針le｝に焦点を置いた原案が各省庁によって作

成された後，大蔵省，閣僚委員会，首相との議

論によって定められる．

　PSAは，後述する予算・歳出管理制度である

歳出見直し（Spending　Review，　SR）の核と

なる構成要素に位置づけられ，SRというタイ

トルの下で3年間を対象とする内容を2年ごと

に発行する．98年の7月に発行されたCSRは，

99年度から2001年度の3年間を対象とし，2000

年7月に発行されたSR（SR2000）は，2001年

度から2003年度を対象としているll｝．したがっ

て，2001年度は，CSRの最終年度であると同時

にSR2000の開始年度となっている．このよう

に各SRは最初と最後の1年聞が重複するよう

設計されているが，特段の要因がない限り，重

複している年度の予算およびPSAについて次の

SRで大きな変更は加えられないこととなって

いる．

’さらに，PSAを具体的に支える制度である

SDAは，　PSAで示された具体釣なタ・・一一ゲット

をどのように達成するかを明らかにする．各省

庁のPSAのターゲットの達成状況および進捗状

況は大蔵省によって4半期毎に確認が行われる

とともに，年次の各省庁報告書で報告と公表が

行われる．’

（1）教育雇用省の公的廿一ビス協定（PSA）

　SR2000で発表されたPSAS2）では，18の省庁

と5の省庁横断的課題についてそれぞれPSAが

作成され，全体で約160のターゲットが明らか

にされている．

　表1は，その中の教育雇用省（Department

for　Educatien　and　Empleyfnent）のPSAであ

る．そこでは，「教育，訓練，仕事を蓮し窒て

の人々にチャンスを与える」という教育雇用省

の設置目的が明らかにされ，さらに「①16才ま

での子どもの教育水準の向上」，「②全ての入々

に対する生涯学習の機会の提供j，および「③

失業者支援」という3つの自標が示されている．
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表1：教育雇用省のPSA

設置目的：潜在能力をフルに発揮することによoて適正な社会と競争力のある経済を作るために，教育，

　　　　　訓練，仕事を通して全ての人々にチャンスを与えること

目標1： ?f認㌶㌶鷲竃！ヒ㌫灘諜㌶鷲や臓市民性の確司
一一．一．．．．．．，．．．．，．］

夕一ゲット1：11才の子どもについて，その年齢で期待される読み書きと算数の能力のレベルに達する割合

　　　　　　　を増加させる．

　　　　　　　2002年までにその割合を英語で80％，算数で75％まで増加させる．

ターゲット2：14才の子どもについて，その年齢で期待される読み書き，算数，科学，情報技術の能力のレ

　　　　　　　ベルに達する割合を増加させる．

　　　　　　　・2007年までに英語，算数，情報技術を85％，科学を80％に増加．

　　　　　　　・　2004年までに算数を80％，英語と情報技術を75％，科学を70％に増加．

ターゲット3：GCSE（全国試験）においてAからC，あるいは5以上の評価を得る生徒数の割合を増加させ

　　　　　　　る．

　　　　　　　・2002年～2004年までに増加率を4％とする．

ターゲット4：英語と算数を含むGCSEにおいてAからG，あるいは5以上の評価を得る生徒数の割合を増加

　　　　　　　させる．2004年までには16才の92％がこのレベルに到達すること．

ターゲット5：生徒の在籍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　・ズル休みの全体数を2002年の数から10％減らす．

　　　　　　　・退学した全ての生徒に適切なフル・タイムの教育を受けさせる．

ご　　　2：生活の質を高め、変化する労働市場において労働能力を向上させ，経済と労働者が求める技術

　　　　　を創造するために，全ての人々に対する生涯学習の機会を開発し，提供する．
「

ターゲット6：2004年までに2002年比で，19才の国内職業資格レベル2の到達比率を3％上げる．

ターゲット7：高等教育において

　　　　　　　・今後10年間で18－30才の参加を50％まで高める

　　　　　　　・公正なアクセスを高める

　　　　　　　・卒業できない者の率を下げる

ターゲット8：読み書きまたは計算に問題がある成人数を2004年までに75万人までに減らす．

「 目標3建者の鍵鼓璽ゑ1コ

＿＿⊃

ターゲット91雇用者を増加させる．

ターゲット10　：2004年までに18才～21才の失業者を減らす．

ターゲット11：2004年までに3年以上働き手が1人もいない世帯の子どもの数を減らす．

ターゲット12：2004年までに，不利な立場にいる人や不利な地域の雇用率を上げる．

　　　　　　　障害者，1人親少数民族，50才以上，30の特に貧困な地域の人々に対する雇用率と全国平

　　　　　　　均との差を縮小する．

E唖二］

ターゲット13：2002年12月までに全ての学校を対象とするベンチマークを完成させる．

　　　　　　　これにより，学校間のコスト比較を可能にし，VFMの改善に役立つようにする．

出典：HM　Treasury，　Spending　Revieut　2000　Public　Service　Agreemen亡s　2001・2004，　Cm4808，　2000，　Chap　ter　2，
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表2：SDAの構成内容

1．責任の所在　　　　　　　　［’i、

　　当該SDAに対し箕任のある大臣を明らかにする，

2．重要な成畢の提供

　　PSAの各ターゲットをどのように達成するかを明らかにする

3．業績向上

　　業績向上のために内部組識の改革をどのように行うかを示す

4．頒客め視点

　　組織がどのように顧客の視点に立ち，顧客のニーズに焦点を置く

　　　ようにしているかを明らかにする

5．人事迎営
　　組織がどあよう’に人事運営方法の改善に取り組んでいるかを示す

6．電子政府　　　　　　、　　一

　　主要なサービスをいPまでに電子化して提供できるp・を示す

7．輝il各・方針　　　　　’　　　　　．

　　　より良い戦略・方針策定のために組織が採用しているリサーチお

　　　よび分析手法を明らかにする

出典：HM　Treasury，　Sl〕en　ding　Revie声200α5ervice　Delivery／1鵠reem聞亡s

2001≡2004：／lGuide　to亡lie　Service．De∬veJ□γAgree」nen亡s，200α

そして，全体ではVFMターゲットを含め13の

ターゲットが設定され，各目標を実現するため

に達成すべき具体的な数値等が明らかにされて

いる．

　これらのターゲットは，例えば夕・一ゲ・7ト1．

の「ユユ才で至‖達すべき読み：書き，算数の能カレ

ベルに達する割合を2002年までにそれぞれ8⑪％，

75％まで増加させる」や，夕－aゲット8の「読

み書き，計算に問題のある成人数を2004年まで

に75万人までに滅らす」，さらにVFMターゲッ

トの「2002年12月までに全ての学校を対象とす

るベンチマークを完成させる」というように，

国民に対し非常にわかりやすい形で，サービス

の具体的な成果を示すものとなっている．

（2）サービス提供協定（SDA）

　SDAは，　SR2⑪00で新たに導入された制度で，

各省庁がPSAで明らかした各ターゲットを組織

として具体的にどのような方策で達成するのか，

さらに，’より良いVFMを達瑛するために組織

運営をどのように改善するのかを関ちかにする

ものである．

　表2は，各省庁が明らかにすべきSDAの構

成内容である．

　SDAの導入に際し発表された白書「SDAガ

イド」では，各省庁が作成すべきSDAの内容

を以下のように説明している！3｝．まず，「責任

の所在」では，当該SDAに対し責任ある大臣

を明らかにする．次に「重要な成果の提供」に

おいては，PSAで明らかにされた各ターゲット

をどのように達成するかをより具体酌に明らか

にする．．さらに，各夕一ゲットに対する進捗状

況をどのように確認するかを示す．「業績向上」

では，業績を向上させるために組織として内部

組織改革をどのように行い、またインセ1ティ

ブを付与する制度や他部門との比較を可能にす

るベンチマークを導入してvSるか等を明らかに

する．「顧客の視点」では，組織がどのように

顧客の視点に立ち，顧客のニーズに焦点を擢く

ようにしているかにつき，顧客満是度調査等の

具体的な計画を明らかにする、「入事運営」で

はきより良い公的サービスの提供は，熟練し動

機づけられた夢詞動力に依存することから，各組

織が新たな報償・評価システム等どのまうな方

策をもって人覇里営方法の改善に取り組んでい



わが国地方公共団体の行政評価制度に閲するr考察（石田晴美） （137）　137

るかを明らかにする．「電子政府」では，L政府

が2005年までに全てのサービスを電子化し提供

することを公約しており，これについて各組織

の主要なサービスがいつまでに電子化で提供す

ることが出来るかを明らかにする．「戦略・方’

針」では，より良い戦略や方針の決定とリサー

チ・分析が政府の近代化において重要なテーマ

であるとし，各組織がより良い戦略・方針の策

定のためにどのようなリサーチ・分析手法を取

り入れているかを明らかにする．

　教育雇用省では，この「SDAガイド」に従

ったSDA］1）を作成している．具体的には，「重

要な成果の提供」では，「ユ1才の読み書きと算

数のレベルの向上」という夕一ゲッ・ト1は，

「全国読み書き・算数戦略の実行によって達成

する」とし，「この戦略は，小学校の教師に対

し高品質で専門的な支援ッールを開発し提供す

ると同時に，必要とする学校に対し徹底的なサ，

ポートを行う」と説明している．また，「読み

書き・計算に問題がある成人数を減少させる」

というターゲット8は，「カリキュラムやテス

ト，教師のトレYニング等め開発を行い，失業

者への支援を改善する成人基礎知識戦略を実施

する」とサービスの提供方法を明らかにしてい・

る．そして，各ターゲットの進捗状況は，全国

の公式統計データを用い監視するとし，内部監

査人が収集したデータ1の信頼性のチェックを行

うとしている．「業績向上」では，業績向上の

組織改革として，各部局がそれぞれ年次改善計

画を策定すること，および5年間で全てのサー

ビス活動についてラ1ンニング・コストや人員配

置の適切性を検証するレビュー・プログラムを

実施することを挙げている．また，2002年12月

までに全ての学校のコストを比較可能とするベ

ンチマークを作成すること，および各学校が業

績について自校との比較が可能となるような全

’国生徒の成績データを毎年提供すること等を明1

らかにしている．「顧客の視点」では，2002年・

度から顧客の意見がどのように方針に活かされ

ているかについての年次報告を行うこと，およ

び，大学における教育水準の質のレビューにお

いて，生徒に対する面接調査を含むこと等が挙

げられている．さらに，失業者支援では，2000

年度に求職センターのサービスに対する顧客満

足度調査を行うこと，および顧客アクセスの増

大として失業者への電話による求人情報の提供

時間を1日あたり3時間拡大することとイ、ンダ
f

一ネットによる情報提供の開始を挙げている．

「人事運営」では，業績向上へのインセryティ

ブを付与するために業績達成の最上位者と最下

位者を特定し報酬へ反映させる新しい業績マネ

ジメント・報酬制度を導入すること，およびマ

ネジメ、ント能力，リーダーシップ能力の向上の

ための訓練プログラムの開発を行うこと等が挙

げられている．「戦略・方針」ではt方針の決

定は確たる証拠に基づくアプローチによって行

うとし，主要な方針決定事項について代替案や

リスクの検討のために，専門の調査センターを

設置すること，および，適切な評価を行い，次

期の方針策定に間に合うよう適時に結果を報告

するシステムを策定すること等が明らかにされ

ている．

3．PSAの有効性を担保する諸制度等の意義と

　役割

　PSAをより良く理解するためには，英国の行

財政改革の経緯を無視することはできない．rま

た，予算・歳出管理制度，資源会計’予算およ

び省庁投資戦略は，PSAを有効に機能させるた

めに欠くことのできない制度である．以下では，

これらを検証する．

（1）行財政改革の経緯

T英国の行財政改革は1979年に誕生した保守党

のサッチャー政権から始まつたと言える．サッ

チャー政権では，それまでのいわゆる「莱国病」

と1呼ばれていた累積財政赤字，行政の肥大化等

を一掃するために，中央および地方政府の双方

において市場競争原理の導入による徹底的なコ

ストの削減と，民問で出来ることは民間に任せ、

る「大きな政府から小さな政府」への移行を目
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指す改革を数多く実施した励．その主なものと

しては，中央政府では1983年の会計検査法によ

るVFMP監査の導入，および1988年のネクズt

ト・ステップによるエージェンシーの創設が挙七』t

げられる．会計検査院によるVFM監査の導入

により，それまでの合規性監査に加え，経済

性・効率性・有効性の観点から中央政府の業務

について監査が行われるようになった．さらに，

政府の政策実施部門を政策立案部門かぢ分離し，

大幅な裁量権を与えるエージェンシー化では，

その前提条件として，全ての政策実施業務を①・

廃止できるか，②民営化できるか，③民閏委託

が可能か，という3つのふるいにかけ，必要か

つ民営化できず，民間委託できないもののみエ

ージェンシーの設置を認めた．また，地方政府，

では，’1980年から始まった強制競争入札制度お

よびユ982年の地方財政法改正による監査委員会

の創設とVFM監査の導入等が挙げられる．強

制競争入札制度は，当初，建物や道路の維持管

理どいう地方政府の現業部門の一部に民間との

競争入札を義務づけていたが，次第にその対象

を拡大し，ゴミ収集や給食，ケアサービスとい

ったサービス提供分野にまで民間との競争を義

務づけた．

　1991年にサッチャー政権を引き継いだメージ

ャー政権では，中央および地方政府に対し7”公

的サービスの達成すべきサービス水準，達成さ

れない場合の事後措置と是正手段を住民にわか

りやすく提示することを要求する「市民憲章」

（Citizen’s　Charter）を導入したls］．これにより，

公的サービスはコスト削減だけでなく，質を向

上させることが命題となった．地方政府では，

この市民憲章を受け，1992年に，監査委員会が

全国共通の業績指標を設定し，それにもとつく

業緻測定と結果の公表を各地方政府に義務づけ

た．これによ1），地方政府のサービスのコスト

および質が全国で比較可能となづた］7｝．また，

1993年には，地方政府のコストの比較可能性を

より高めるために，発生主義会計が導入されて

いる．申央政府においても，1992年に，社会資

本整備において民間資金を活用し，政府が固定

資産を購入するのではなく，最終的1に生み出さ

れたサービスを購入するPFI（Private　Finance

工nitiative）が始まる等，有阻の資源を効率的に

最大限活用する工夫と努力が引き続き行われた．

　1997年に保守党から政権を交替Lた労働党の

ブレア政権も，これら行財政改革の流れを引き

継いでいる．したがって，1998年に導入された

後述する歳出見直し（SR）やPSAも一連の行

財政改革の延長線上に位置づけられるものであ

る．また，地方政府においても，さらなるサー

ビスの質の向上とコスト削減のための戦略計画

の策定を義務づけるベスト・バリュー制度が

2000年から導入されている．

．（2）予算・歳出管理制度

　英国の予算・歳出管理制度は，歳出見直し

（Spending　ReView，　SR）である．dSRは，前述

のと一おり，政府の3年間の活動計画を歳出予算

および提供するサービスの両面から定めるもの

であり，98年のCSRで導入された．　SRの策定

にあたっては，政府は財政安定化規律として定

められている2つの財政ルール，すなわち①ゴ

ールデン・ルール（当期の経常的経費をまかな

うための借入は認めず，投資についてのみ借入

を行うこと）および，②持続可能な投資ルール

（公的債務残高の純額を対国内総生産（GDP）

比で安定的かつ慎重なレベルに保つこと）を遵

守しなければならないこととなっている．その

ため，旦Rではジこれら2つの財政ルールを守

りつつ，政府の重点政策・優先順位に焦点を置

く予算および提供するサービスの内容をそれぞ

れ「歳出計画」’と「PSA」で策定する．

　この「歳出計画」で明らQ・にされる各省庁の

歳出予算は，各省庁歳出上限（Departmental

Expenditure　Limits，　DEL）と年次管理歳出

（Annua11y　Managed　Expendlture，　AME）に

分けられる．’ ｻして，これらは，後述ずる資源

会計・予算による発生主義会計の導入により，

さらにそれぞれ資本的予算と経常的予算に分け

られる．
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表3：教育雇用省の歳出予算

£million・

2000・Ol　　　2001－021 2002－03 2003・04

一教育雇用省一教育（DEL） 17，455 191600 21，753

うち経常的予算 15，223 17，088 18，741 2q，ll6・

うち資本的予算 2，232 2，5ユ2、 3ρ12 3β12

出典：HM　T・ea・u凱玩輌t伽・P卿…』・∬砲富OPP・r加nity　and　S…晦

For　All，　Spel］di皿g　Re、♪ゴe　w　2000，　ATewv　Public　Sp朗ding　Plans　2001－2004，　C皿コ4807，

2eoo，　C血ap亡e「Z　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊥

　DELとは，各省庁の向こう3年間の各年の歳

出上隈が定められる事項であり，3年間の歳出

の確実性を保証し，その利用に閨するある程度

の裁量の幅を認めるかわりに，行政活動の成果

を的確に生み出すことを各省庁に求めるもので

ある．．ある年度のDELの予算額を使い残した場

合には，次年度に繰り越すことが認められてい

る．

　これに対し，AMEは，各省庁が単独で見積

もることや管理することが困難なために，単年

度で管理される歳出事項であり，これには，社

会保障閤係費等が含められる．

　表3は，SR2000の「歳出計画」ls｝で明らか

にされた教育雇用省の歳出予算である．

この「歳出計画」は，2001年度から2003年度を

対象とし，前年比較のために4年分のDELおよ

び対象年度のPSAの要約が各省庁ごとに示され

ている．また，AMEは全省庁分を合計した形

で明らかにされている．

　このSRが今までの政府の歳出計画と異なる

特徴点および利点について，英国大蔵省は以下

の3点を指摘しているIY｝．①それまでの単年度

予算をやめ，各省庁に対し大幅な裁量権を認め

る3年聞の歳出計画を2年毎に実施することに

改めた．これにより，歳出予算の未消費額を次

年度に繰り越すことが可能となり，無駄な駆け

込み消費を止めさせ，計画をより良く支援する

ことができるようになった．②歳出を資本的予

算と経常的予算に分け，それぞれを別々に管理

することにより，短期の歳出削減圧力から重要

な資本的投資が無理に圧縮されることを防ぐと

同時に，資産の適切な管理を行うことが可能に

なった．

③PSAおよびSDAによって，配分された資源

（予算）を用いて提供すべきアウトカムとアウ

トプット．を明らカ；にすることで，より良いサー

ビスの提供を確実に行うことができるようにな

った．

　つまりSRは，　PSAで策定した提供すべきサ

ービスの成果を達成させるために必要な予算を

3年間確保するものである．そして，同時に予

算を3年間確保した見返りとして，各省庁に目

標の達成につき明確な責任を負わせるものであ

る．各省庁は，’3年問という比較的長い期間で

目標達成のための実施計画を策定することがで

きる．そして，それは，成果の進捗状況を自ら

監視・分析することでその分析結果を次年度の

計画にフィ・・一一一ド・バックさせることを可能にす

る．このように，達成すべきサービス成果とリ

ングした複数年度予算制度は，省庁に目標達成

に向け，創意工来を発抑する余地を与えるもの

であり，インセンティブを付与するものである

といえるだろう．

T
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（3）資源会計・予算（Resource　Accounting

　　and　Budgeting，　RAB）　　　L

　藁国政府は1995年に，発生主義に基づく決算

書を1999年度から作成すること，および発生主

義に基づく予算轡を2001年度から葬成すること

を決定した．発生主義を決算・予算に導入する

ことにより，歳出は現金を突際に支払った1時で

はなく，経済資源が消費された時に認識するこ

ととなり，固定資産の貸借対照表価額は原則時．

価で計上され，固定資産の減価償却費や固定資

産を保宥する場合の資本コスト（キャピダル・

チャージ）が認識されることとなった．RAB

の決算書では，通常の財務諸表の他に，各省庁

の設置目的と目標毎のコストを明らか忙する

決算書を別に作成することが定められており鋤，

行政活動のコストと成果の対応関係がより明ら

かとなるよう制度設計がなされている．

　RABが政府会計に導入された理由としては，

①アカウンタビリティを確かなものにするこ輻

および，②より良い意思決定に資するために情

報の質を向上させるこ一とが挙げられている．つ

まり，発生主義に基づいて決鏡書および予算書

を作成することは，行政活動のコストを明確に

し，これによりコストと成：果の対応関係が明ら

かになることから，」納税者がV，FMを得ている

か否かを自ら評価できるというのである2D．一

　さらに，初めて資源予算を導入して作成され

たSR2000について，藁国大蔵省は，Lマクロ・

レベルとミクロ・レベルの2．つに分けて資源予

算導入による便益を次のように説明しているXV．

まず，マクロ・レベルでは，①提供する個々の

サービスについて資産保有コストを含む真の7

ストを明らかにできること，②より正しい減価

償却コストを明らかにすること，③資本的予算

と経常的予算をより明確に区分することで投資

額が明らかになること，および，④政府資産の

・合計価値のより良い尺度となることを便i益とし

て挙げている．さらに，’ミクロ・レベルでは，

①キャピタル・チャージを認識することにより，

不必要な資産の除却や適切な資産の管理，およ

び投資計画により良いインセンティブを付与す

ること，②債権・債務等の運転資本管理により

良いインセンティブを付与すること，および，

③借入金と補助金をより明確に区別することが

できることを便益として挙げている．

　つまり，RABは，経済資源を測定の焦点と

する発生主義会計を決算および予算に導入する

ことによつて，経常的支出・予算と資本的支

出・予算とを明確に区分し，さら1に固定資産の

減価償却費およびキャピタル・チャ・一ジを認識

することでPSAの自標達成のために必要な予

算・コストを適正に算定することを可能にする

のである．適切なコスト計算は，サービス聞の

コスト比較を可能とし，より良い資源配分の意

思決定に役立つ1ことにつながる．その意味で，

RABは，　PSAの目標達成につき，適切な予算

額の決定を支援するという役割を担うも’のであ

るといえる．さらに，適切なコスト計算は，各

省庁に対しコスト削減のインセンティブを付与

するものでもある．各省庁のPSAには，　VFM

ター．ゲットがそれぞれ設定されており，適切な

コスト計算はその達成を支援するものである．

・（4）省庁投資戦略（Departmental　lnv白stment

　　Strategy，　D　IS）

　PISとは，「公的サービスにおいて，政府が

提案した改善を実行するために必要とされる資

本的ストックの規模と質を策定する各省庁の投

資戦略計画」23〕である一．このDISは，98年の

CSRで導入されたが，その際には各省庁の設置

目的や目標，さらには予算とのリンクが不完全

であった．しかしながら，SR2000においてD工S

は，SRのプロセスに完全に組み込まれること

により，これらとの統合が図られ，各省庁の

DISには「歳出計画」で明らかにさ．れるDELの

資本的予算の決定額が反映されることとなっ1た24）．

　今までの予麓編成の問題点としては，短期の

経磯削滅圧力が適正なインフラ資産の長期的便

益を無視してきたことが指摘されている．つま

り，投資において，短期的には低コストでも耐

久性の無いその場しのぎの修繕が繰り返され，
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表4’：DISの構成内容

1．戦略方針

2．現存資産の計画　・

3．新規投資計画

4．システムと手続

出典：H］MTreasury，　Spen．ding　Revlew　2000：

血ves由訓亡血e　Fu亡ure，　Departtn已噸加es抽e且亡

S亡ra　tegies：ノ1　SummatrJr，　Cm49ユ6，200〔）一

　長期的には高コストがもたらされていたという．

’そのために，①新規投資から最大の便益（best

value）を得るため，および②現存の資産力・ら

最大の便益を得るために各省庁は資本的資産の

投資とそのマネジメントについて明確な長期計

　画を策定することが必要となったのである25｝．

　したがって，DISは，各省庁がPSAで明らかし

　た目標を逮成するため｝こ，次期3年間の資本的

資源のより良い配分を行うために策定する投資

戦略計画である．

　　表4は，各省庁が策定すべきDISの構成内容

である．まず，「戦略方針」では，各省庁の目

標達成のために投資の果だす役割を明らかにし

たうえで，長期戦略と「歳出計画」のD肌の資

本的予算額を明らかにする．「現存資産の計画」

では，現存の資産ストックの範囲と利用状態等

についての分析を行い，資産の利用を促進・改

善するための計画および除却の計画を明らかに

する．「新規投資計画」では，これから行おう

とする新規投資計画を明らかにし，「システム

と手続」では，現存の資産の利用を最大化し，

かつ，新規投資においてVFMを提供すること

を確固たるものにするために各省庁が採用する

システムtおよび手続を明らかにすることが求め

られている．

　教育雇用省のD．1S2G）では，省の投資戦略を

．PSAで明らかにした3つの圓標および高等教育，

管理的資産の5づに分け，それぞれについて表

　　　14の内容を明らかにしている．

　「ユ6才までの子どもの教育水準を向上させる」

という目標に対す1る投資戦略では，学校への設

備投資は教師のモチベーションに強い影響を与

え，より良い学校環境は生徒および教師の双方
一L

ﾉプラスの影響を与えるという調査結果，なら

びに，コンピェーター等の情報技術環境の整備

されている学校の生徒の方が，整備されていな

い学校の生徒に此べ，英語，鈍数，情報技術，

科学の各教科の成績が優れているという調査結

果を示し，PSAの目標を達成するためには，学

校の建物および情報技術設備により多くの新規

投資を行うことが重要であることを「戦略方針」

において強調している．そして，ζの方針に基

づき，学校設備の維持管理・除却・新規投資の

計画を具体的に策定している．
　　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　このよっに，DISは，　PSAの目標の達成を投

資の側面から支援するものであり，計画的かつ

適切な投資戦略が欠けれぱPSAの達成が危ぶま

れるものである．

4．予算・歳出管理制度全体のフレームワーク

　　および意義・評価

（1）予算・歳出管理制度全体のフレームワー

　　クおよび意義

’PSAは，既に検証してきたようにPSA単独で

機能する制度ではない．PSAは，高品質でコス

ト効果的な公的サービスを提供するための予

算・歳出管理制度における重要な構成要素とし

て位置づけられるべきものである．この予算・
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図1－1予算・歳出管理制度全体のフレームワーク

経’常白9　　　　資本白b

予算　　　予算

政府の垂点政策・優先順位

経常的

予算1
資本的

予算

　DIS
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　計画

　　PSA
公的サ・・一・ビス協定

　　’SDA
サービス提供協定

t ↑ ↑ ↑ ↑ †

資源会計・予算（RAB）

出典1且MTrea；ur晶Managi皿8L　Resoロrces：　Full　t血］plem　en亡a　tion　of　Resource、A　ccoun　ting　an　d

」ヨu’dgeting，　2001，　p．5．を参孝に作或ト

歳出管理制度全体のフbe・・一ムワークをまとめた

、ものが図1である．t

　SRは，政府の重点政策・優先順位をゴール

デン・ルールおよび持続可能な投資ルールとい

う2つの財政ルールに合致させながら，3年間

で各省庁が提供すべきサービスの成果（PSA）

およびその実現に必要な予算額（歳出計画）を

明らかにする．そして，歳出計画では，各省庁，

に権限を委譲するかわり“にサービスの提供に責

任を持たせ．るDELと各省庁が単独で管理するこ

とが困難なAMEを区別する．さらに，　DELと

AMEは，　RABにより，それぞれ経常的予算と

資本的予算が明確に区分され，減価償却費やキ

ャピタル・チee・・一ジを含む適切なコスト計算が

行われる．

　SDAは，　PSAで明らかにしたサービス成果

を達成するために各省庁が具体的1にどのような

方策で実施するのかを明らかにすると同時に，

組織全体としてその達成を確実に行うためのイ

ンセンティブの付与や顧客満足一度向上の方策，

人事考課制度の改革等，組織改革の戦略を明ち

かにする．また，DISは，　PSAとSDAで明らか

イ
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にしたサービスの提供を支えるために必要な資

産の取得・維持・除却を策定する投資戦略計画

である．そこでは，借入による投資がゴールデL

ン・ルールによって認められる一方，際限のな

い借入残高の増茄を防ぐために，持続可能な投

資ルールにより，政府全体の借入総量の上限が

設定される．さらに，RABのキャピタル・チ

ャージにより，各省庁では，1ヨ標の達成に不必

要な資産を積極的に整理するというイ1ンセンテ

ィブが働くようになっている．つまり，RAB

が予算・歳出管理制度全体を支えるという構図

である．

’このフレームワークが持つ意義は，①3年間

という長期的視点に焦点を置くことにより、，・公

的資金マネジメントの長期的な首尾一貰性を確

保し，さらに未消化予算の次年度への繰越を認

めることで各省庁への裁量権を拡大しているこ

と，②PSAの導入により，資源と成果を直接結

びつけ，投入管理から成果管理への移行を図っ

ていること，③PSAで具体的に明らかにされた

サービス提供の成果を確実かつ効率的に実施す

るために各省庁にSDAとDISを策定させ，さら

に組織としてVFMへの取り組みを促している

こと，および，④RABの導入により，、適正な

コスト計算を図り，経済性・効率性の追求を可

能にすると同時に，より良い資産マネジメント

へのインセンティブを付与しているととである

と言えよう．そして，このフレームワーク全体

を予算策定段階および実施後の報告段階で支え

るRABはまさに，政府の優先順位を各省庁の’

戦略と予算に落としこむと同時に，議会に対し，

提供したサービスの効率性と有効性を報告する

ものである聞．

（2）予算・歳出管理制度全体の評価
・（1）』

ﾅ明らかにした予算・歳出管理制度全

体のフレームワークは，1998年にCSRでPSAが

導入さ一れた当初から形成されたものではない．

PSAの導入ll“・には，　SDAは存在せず，　PSAを

支えるものとして各夕一ゲットの成果の測定と

モニタリングを行うための指標を示したアウト

プット、・業績分析（Output　－and　Performanc6

Analyses，　OPAs）2s〕が存在するのみであ・った．

しかし，．　PSAで明’らかにした各夕一ゲットの達

成をより確実に行い，かつ説明責任を：果たすた

めにはOPAsでは不充分であるとし，　PSAの夕

一ゲットを各省庁が組織として具体的にどのよ

うな戦略で達成するのかを明らかにするSDA

が開発された．また，DISも1998年の導入当初

は，各省庁の設置目的や目標，予算とのリンク

が不完全であったが，SR2000でこれらとの統

合が完全に図られた．さらに，RABについて

も発生主義にもとつく決算書の導入は1999年度

からであり，工998年のCSRでは未だ準備段階で，

SR2000で初めて資源予算が導入された’のであ

った．このように，英国の予算・歳出管理制度

全体のフレームワークは実際に制度を稼働して

いく申で，不具合部分を逐次発見し，改良と改

革を行い続けているものであり，現在進行形で

発展を続けている制度であると言えよう．その

意味で現行のフレームワークが完成されたもの

として維持され続けると断定することは出来な

い．

　さらに；本制度は，質的にも確実に進歩を遂

げている．CSRで約280あったPSAの設定ター

ゲット数は，より焦点のはっきりした具体的な

ものへと夕一ゲット設定数の絞り込みが行なわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セれた結果，SR2000では，約160と4割以上が削

減された．また，アウトカム1に焦点を置くこと

によって複．数の省庁が協働して共通のタ“1ゲッ

トの達成を目指す省庁横断的課題についての

PSAはCSRでは，3分野（麻薬撲滅，犯罪司法

システム，児童育成）であったが，縦割り行政

の弊害を排除し省庁間の協調を促すのに非常に

効果があったということで，“SR2000では，上

記3分野に加え，2分野（地方政府との協働，

労働福祉）が追加された．さらに10分野にうい

て，各省庁のPSAにおいて，協働する省庁と共、

通の夕一ゲットが明確に定義され，省庁間の協

働を促しているUE｝｝．

　また，提供すべきサービスを定］萱的に明らか

1
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にするPSAによる成i果1も著しい．教育の分野で

は11才で到達すべき読み書きの目標レベルに達

した割合が，96年の57％から99年では70％まで

に，．’算数では96年の54％から99年では69％ま’“（7“

上昇した30）．また，犯罪司法システムの分野で

は，青少年の審理日数が平均142日から96と1

ヶ月半以上短縮されたという31）．

　さらに，PSAをより充実させるための環境整、

’備も進んでいる．、2001年3月1｝こは，

「業績情報の枠組み」32）と題する報告書が大蔵

省，内摺府，会計検i査院，監査委員，政府統計

局の5つの機関の共同で1作成された．この報告

書では，「業績情報は政府の近代化の基礎であ

り，政府活動のアカウンタビリティ，業績マネ

ジメントtリスク・マネジメント，経営計画の

改善を支えるための必要なツールである」剛

とし，業蕎情i報の役割，’インプット・アウトプ

ット・一アウトカムの定義，業績情報システムが

満たすべき基準，業績尺度が満たすべき基準，

業績測定の実務的課題が詳細に示されている．

そして，この報告書の内容に基づき，各機関の

業績情報システムが適切であるか否かの自己診

断を行うための簡便なチェック・リストが開発

され31），各省庁のより良い夕一ゲットの設定や

業績情報システムの構築を支援している．

　このように，PSAを含む予算・歳出管理制度

は，隈られた資源を効率的，効果的に投入し，

国民により良い公的サービスを提供すると同時

に政府の透明性とアカウンタビリティを高める

ために，常にさらなる改善・改革を指向してい

る制度であるといえる．

5．三重県の行政評価制度

　三重県は，事務事業評価システムを最も早く

導入した先進的自治体として有名である　3S］．

1鱒5年｝埠ヒ川知事は，生活者起点の行政運営を

目指した「さわやか運動」と呼ぷ新たな行政改

革運動をス獅・…一トさぜた36｝．この運動は，生活

者の視嘉に立った行政サービスの向上のために，

行政を事業の量ではなく質の問題としてとらえ

ることを職員に求め，その申核的ツールとして

皐務事業評価システムを1996年に導入した3〒）．

この票務事業評価システムは，継続的な見直し

と改良が行われ，現在では「みえ政策評価シス

テム」として，図2に示す「みえ行政経営体系」

のPlan－Do－Seeというヤネジメント・サイク

ルのSee（評価）を担う仕組みとして位置づけ

　ら：れている．

　　「みえ行政経営体系」は，県政運営がより体

系的，効果的に機能することを目指し，，2004年

に導入された．これは，職員アンケートやイン

タビュー等による徹底した現状分析と課題整理

を行って，今まで行政改革として展開してきた

様々な既存のマネジメント・システムを「全体

最適」の考え方に基づき再構築したものである

と説明されている3S）．　　　　　　　　　　f

　以下，この「みえ行政経営体系」のPlan－

Do－Seeという？ネジメント・サイクルを構成

する主要な仕組みを検討する．

（1）J計画（PLAN）

’　図12に示すとおり．，PLANを構成するのは，

10年間を対象とする長期戦略である「県民しあ

わせプラン」と3年間を対象とする中期戦略の

「戦略計画」，および，ユ年間を対象とする短期

戦略の「県政運営方針」の3つである．これら

　3つの計画と政策・事業体系との関孫を示した

　ものが図3である．

①長期戦略「県民しあわせプラン」

　　「県民しあわせプラン」は，今後10年間の三

重県の総合計画である．2004年4月に策定され

た「県民しあわせプラン」は，政策展開の基本

方向として，③一人ひとりの思いを支える社会

環境の創造と人づくり，②安心を支える1雇用・

就業環境づくりと元気な産業づくり，・③安全な’

くちしの確保と安心できる生活環境の創造，④

持続可能な循環型社会の創造，および，⑤入と

地域の絆づくりと魅力あふれるふるさと創造，

　という：5つの柱を掲げ，さらにその下に19の政

　策を掲げているso）．
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　　　　図21「みえ行政経営体系」の主要な仕組み
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑪
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県民しあわせプラン（長期戦略・10年）

戦略計画（中期戦略・3年）　　　　s

県政運営方針（短期戦略・1年）

みえ政策評価システム PLAN

次　政　告書

てr．

{策

重点プ

鴻Oラム

ひi仁

　　　基本事業

C　　事務事業
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率先実行取組

」
部局長・県民局長

　　u　　対話
総括M・県民局部長

　　工L　　対話
マネージヤー等

　　」：L　　対話

　職　　員一　　r

県政マネジメントの基礎経営品質向上活動

出典：三重県『「みえ行政経営体系」による県政運営（トータルマネジメントシステムの検討結

　　果）』T2004年3月，，p．ユ2．

　　　　　　　　　　　　図3：計画と政策・事業体系との関係

「県政運営方針」を

考慮し、年度毎に

具体化する事業

政策

（19）

施策
（63）

基本事業
（229）

政策展開の基本方向

　（5つの柱）　　　　r県良しあわせプラン」

　　　　　　　　　（10年間）

（30）

r戦略計画」

（3年間）

J

出典：三重県「県民しあわせプラン概要版」2004年，p．10を参寺に作成
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図4　「戦略計画」の施策・基本事業の具体例

團目的［意図］

　　マ　1〆”

@　　　　施策：学校教育の充実

@　　　　　　一
f児童生徒が

w校教育により個性に応じて自己の能力を伸ばしている

目標値2006年度

施策目標

@項目

学校生活が充実していると感じている児童
ｶ徒の割合　　　　　一　，　　一　　　　、　　　　　　　　　：

現状値

Q00年

圃国　　他

〈現状と課題〉　　一　　　　省略

ｭ施策の取組方向〉“　　　省略
ｭ施策展開するために取り組む塞本事業〉・児童生徒の基礎学力の向上

圃醐［意図］

　　基本事業：児童生徒の基礎学力の向上　　　　　　　　　　　．

剴ｶ生徒が
?D躰の勤を離に扉っけてじ、る

目楳値2006年度

基本事業の　児童生徒の授業の理解度目標項目

現状値

Q00年

国国　‘

〈主な取組内容〉　　　　省略・

@　　　　　　　　　　　一
出典：三重県「戦略計画」2004年，第1編第2章よりi抜粋

②中期戦略「戦略計画」

　「戦略計画」は，「県民しあわせプラン」を

的確に進行管理するための3年間の中期実施計

画である．2004年4丹に策定された「戦略計画」

（対象：2004年～2006年）は，まず始めに計画

期間中の財政の見通しを説明し，次に「県民し

あわせプラン」で掲げた19の政策の実現手段と

しての63の施策と229の基本事業，これらの施

策・基本事業を推進するための行政運営の取組

に関する5の施策と24の基本事業，および，重

点プログラムとLて策定した戦略的な30の事務

事業について，それぞれ具体的な数値目標と目

標達成のために何を行うかを明らかにしているAe｝．

図4は，2004年の「戦略計画」において明らか

にされた施策と基本事業の具体例である．

　摺4の施策「学校教育の充実」40では，そ

の目的を「児童生徒が，学校教育により個性に

　応じて自己の能力を伸ばしている」という状態

にすることであるとし，達成すべき目標として

　「学校生活が充実していると感じている児童生

徒の割合を2004年度の73％から2006年度に76％

　にする」ことを掲げている．そして，＜現状と

課題〉では，施策に取り組むにあたって踏まえ

　なければならない現在の状況や解決しなければ

　ならない課題を明らかにし，＜政策の取組方

　向〉では，施策の目的を実現するために取り紐

　む事業の方向を示す．さらに，〈施策展開する

’ために取り組む基本事業〉において，「児童生

　徒の基礎学力の向上」の他7つめこの施策の下

　に位置づけられる基本事業を明らかにしているd2）．

　　施策の下に位置づけられる基本事業において

　も，施策と同様にその目的と達成すべき目標を’

掲げている．上述の「学校教育の充実」という

　施策を具体化する基本事業「児童生徒の基礎学
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図5：「戦暗計画」の重点プログラムの具体例

重点プログラム：基礎・基本の学力定着プログラム　　具体的な取組内容　　’

●30人学級等少人数教育推進事業　　　　　　　　　　’

　児童生徒が基礎・基本の学力を確実に身につけ、その能力や個性を最夫限に伸ばし、自ら学び、判

　断するなどの「生きる力」を育成します。このため、児童生徒一人ひとりに応じた、きめ細かくいきとど

　いた30人学級等の少人数教育を推進します。
（1）小学校において30人を基準とした学報編成（下限25人）等少人数教育を推進します。

（2）わがりやすい授業を行うために、！　S生徒の学習状況を調査し、その結果を分析することにより、

指導方法の工夫改善に取り組む市町村を支援します。

［年度］［＝：＝：＝コ
匿亟］臆生徒の授業の理離

菱習・き匪］［2005］［玉ヨ

事業内容
（項目）

（1）30人学級の推進

少人数教育を支援する非常勤講
師の配置（人数）

［80％］［亟］［鉋［壷］

［亘］小1、2E≡Eヨ

（2）学力調査等を活用した「わ

かりやすい授業」への工夫改善

匝］困EヨEヨ

事業費（千円）3ヶ年（2004～6）の概算2，859JOOO　79314593114797t　OOO　gS7；OOe

顧圏 2・235，000　708320　729643　756000　749000・

624・000［i型郵201474215000208000

’出典：三垂県「戦略計画」2004年，第3編より抜粋

カの向土」でぱ，その目的を「児童生徒が，基

礎・基本の学力を確実に身につけている」とい

う状態にすることであるとし，「児童生徒の授

業の理解度を2003年度の80％から2006年度に

85％にする」という数値目標を設定し，これを

達成するためのく主な取組内容〉を示している．

　図5は，2004年の「戦略計画」において明ら

かにされた重点プログラムの具体例である．

「戦略計画」における重点プログラムと施策・

基本事業のとの大きな違いは，重点プログラム

が目標および事業内容について3ヶ年の具体的

な数値目標を掲げていること，および，3ヶ年

の事業費の概算額とその内訳（1　sitおよび薗i鱒

を示している点である．・

③短期戦略「県政運営方針」

　「県政運営方針」は，県民しあわせプランの

実現に向けた知事の思い，メッセーS．を部局

長・県民局長をはじめ職員一人ひとりへ伝える

役割1を担1うとともに，戦略計画と各部局の戦略

展開の橋渡し役を担う単年度の方針であり，・職

pa－・人ひとりが，1年間の業務を行うための拠

り所とするものであると説明されている1：帥．こ

れは，戦略計画の目標を達成するために当年度，・

特にどのような点に留意すべきかという知事の

指針を示すものであって，個々の具体的な目的

や目標1をどのような方法で達成すべきかを示す

ものではない’il）．

　上述の「戦略計画」では，①戦略計画で明ら

かにした施策は，毎i箏度のPlan－Do　一　Seeの進

行管理を行う中で，各年度，その成果を検証し，

必要な事務畢業の見直しを検討して翌年度の

「県政運営方針」に反映する，②「県政運営方

針1，に従って予賛を調整し，県議会での予算審

議および議決を経て事務事業を実施する，と



ユ48　（148） 横浜経営研究　第26巻　第1号（2005）

「県政運営方金目に閲する説明がなされている45）．

｛2）実そテ　（DO）　　　　　　　　＝’1

　図2に示すように，DOを担うものが［率先

実行取組」である．「率先実行取組」は，憎一般

に公表されていないが，統一された様式を有し，

そこでは，各部局においてミッション（自分た

ちの組織の役割）を明確化したうえで，①事務

事業をどのように進めるか，②プロセスをどの

ように改善するか，③ヒト・モノ・カネという

資源をどのように使うか，④顧客満足度をどの

ように高めるか，を明らかにするものであると

いう’1fi）．これは，部局長・県民局長から示され

るミッションに基づき，・総括マネージャ1－一・県

民部局部長，マネージャーおよび担当の職員が

それぞれ作成するものであり，「対話」をとお

して当該年度の業務や業務のやり方の改養，＋そ

の手法や目標を共有することにより，組織の運

営や業務の進捗管理を行うものである．「率先

実行取組」は，年度末に「みえ政策評価システ

ム」を用いて成果の確認と検証を「対話」によ

り行い，業務手法の良否や成果と課題を明確に’

し，翌年度の「率先実行取組」に反映させてい

くこととなっている47）．

（3）評価（SEE）

　前述したように，「みえ．政策評価システム」

は，現在SEEを担う仕組みとして位置づけられ

ている：三重県は，「みえ政策評価1システム」

の目的を，政策や行政活動の質を向上させ，か

つ，行政のアカウンタビリティを果たすもので

あるとし，具体的には，評価の結果を次の意思

決定に反映すること，マネジメントヅールとし

て活用すること，意識改革・政策形成能力の向

上につなげることにより政策や行政活動の質を

向上させることであるとしている“IS）．「みえ政

策評価システム」による評価は，施策，基本事

業，事務事業の3段階でそれぞれ目的評価表を

作成することにより行われ，これらは，最終的

には「年次県政報告書」としてまとめられる．

乎成15年度実績として作成・公表された目的評

価表は，政策展開の基本方向の下の施策62，基

本事業224，継続事務事業1，489，および，行政

運営の取組の施策5，基本事業24，継続事務事

業87となっている畑．

　表5’は，「学力フtローアツプ推進事業裂」

という継続事務事業の平成15年度の目的評価表

である．目的評価表の様式はfまず，一事務事業

名，評価者の所属，室長，作成者，連絡先，評

価年月日，および，当該事務事業の政葦・事業

体系上の位置づけを示す．次に，事務事業の目

的として，何が対象なのか，その対象が現在抱

えている課題やニーズは何なのか，それをどの

ような状態になることを意図しているのか，お

よび，その緒果として実現したい当該事務事業

の上位に位置する基本事業の目的を明らかにす

る．そして，公共関与の根拠，県の関与の根拠，

および，税金投入の妥当性を明らかにする．三

重県は，公共関与の根拠として公共財，外部

（不）経済，ナショナル・ミニマムの確保等の

6つを挙げ，また，県の閲与の根拠として複数

市町村にまたがる広域事業等の5つを挙げて，

当該事務事業がそれぞれどの根拠に該当するか

を示させ，最終的に税金投入の妥当性を判断さ

せている5D）．＜事務事i業目標指標及びコスト＞

1では，2002年度から2006年度までの各年度にお

いて達成すべき数値目標および実績値，必要概．

算コスト，予算額等，概算人件費，所要時間，

人件費単価，必要概算コスト対前年度比が用ら

かにされる．図6は，ここで示される必要概算

コストの算出方法を示したものである．

〈事務事業の評価〉では，目的達成のために具

体的に何を行ったのか，それにたいして成果が

上がったのかどうか，残された課題と要［自は何

かについ1て担当者が自己評価を行う．’〈事務事

業の展開〉では，当該事務事業の上位の基本事

業を担当する室長が当該事務事業に対する注力

，や改革方向，方針・指示を示す．表5の「注力」

の↑は，「相対的に力を入れて取り組んでいく」

ことを示すものである．そして，丁評価結梁を

踏まえた今後の取組や改善点」では，室長から

の方針・指示を受けたうえで，残った課題やそ
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2003（平成15）年度　実栽　継続事務事業目的評価妻

事務到螺i名 学力ヲオローアツプ推進皐業費

評価者 所属 教育委貝会班務局小中学校教育室

室長 職名，・氏名 イ乍成者　　　　一　　　　刷i名・氏名

電話番号 メール

評価年月日 ’　2004年4月15目

政策 豊かな個性を育む人づくりの推進

政策・事業体系

繧ﾌ位巡づけ

施策
学校教育の充実　　　．　　　　一

基本彗曙 児童生徒の基礎学力の向上

基本事業の数値目標 児童生徒の授業の理解度
【誰，何が（対象）1児並生徒，教貝、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　’

@■

末ｱ事業の目的

【抱えている課題やニーズ】　　　　　　　　　　　，

w校週5日制の実施に伴い，小中学校では教育内容や授業時数の削減などにより，児童生徒の

w力低下が懸念されている．

ﾆいう状態を

1どのような状態になることを狐っているのか（莚図）】

e学校において児童生徒の学力の定着状況を把握・分析（検証）し，その轄果を公表するとと
烽ﾉ，これをもとにして指導方法のエ夫改善を行い，学力の定着や向上を図る．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つという状態にします．　・

【その結果，どのような成果を突現したいのか（結果＝基本事業の目的）】

剴ｶ生徒が基礎・基本の学力を確実に身にづけている

公共関与の根拠 外部｛不）経済　　　　　・

県の関与の根拠 棲数市町村にまたがる広域事業

税金投入の妥当性・ 児童生徒に，基礎・基本の学力を身につけさせるため，客観的な学力分析を行いそれを藷に指

ｱ方法の工夫改善を図る必要があり，県教育委貝会がその費用の一部を負担することは妥当で

?驕D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

〈事務事業目標指標及びコスト〉　　　　　　　　　　　　　、　　　”
年　度 　　一Q002 2003 2004 2005 2006　11［固標指標｝

剴ｶ生徒の授業の理解度
i％）

一目’標 80 82 呂5

実　闇 74．5 呂1．2
一

必要概算コスト（千円） 9，598 14，847

予算額等　　　（千円〕
←

7，111 ユ2，732

概算人件費　　（千円〕 2A87 2ユ15

所要時問　　　（時間〕　　　一 588’ 500

人件費単価　‘〔千円／時1田）． 430 423 423 421

必要概算コスト対前年度比　　（干円） 9，598 5249 ．

〈事務事業の評価〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

目的達成（対象が抱える

竭濶�?jのために行っ

ｽ具体的な取組内容（手

i）と詰果

①児童生徒の学力の定諮状況を把握するために客姐的な学力調査を実施しました．　　　一
C児童生徒の学力の定着状況や学校の取紐を，児童生徒やモ練鵠に説明を‡〒いました．　　　　　　　　　　　　　　　　　’⑤学力の定譜状況の分析結果（榔正）から，児童生徒の学力のフォローアップを図るどともに，

w鱒方法や教材等について見直し，工夫改普を図りましたご

　　　　　　㍉
麹∮I見地からの

]価コメント

i成果の有無，成果の内容
ﾆ判断根拠・理由）　　　　　　　一

●各学校において，個に応じた指弾の取組が充集Lたことにより，学校満足度制査の詰果があ

怩謔闍q観的なデータを基にして，保護者に児童生徒の学力の定着状況や学校の取組等の説明

�sうことができました．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

恆S国的なデータと比岐することにより，指導方法の工宋改善が行われr個に応じた指導が充

ｾしてきたと考えます．　　　　　　　　　　　　　　　　．、

残された課題と要因 個に応じた指糠方法の工失改善を図る必要があります

〈事務事業の』涯i開〉

注力 室憂の方針・指示 見直方向　　　　一
2004年度基本事業での

H務班業取組方向
↑ 児童生徒の基礎・基本の学力の定諮を図る 改報する

評価結果を踏まえた今後刎隔丑や改蒋点（事捌酬のあるべき中長期的な姿も含めて）

学力澗査を案施する市町村を支援し，増やしていく必翼がある．

出典：三重県，平成15年度自的評価表より抜粋

　　　　　　　　　　　　　1
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図6：必要概算コストの算出方法

　　必要概算コスト＝　概算人件費．＋　事業の予算額

　　　概算人件費　　　人件費平均時澗単価（全庁）　　　所要時間

人件費平均時間単価＝（平均給与＋退職給与引当金繰入額も含めた退職手当総額

　　　　　　　　　　＋共済葺・福利厚生費などの雇用主負担）÷年間労働時間

出典：三重県「平成15年度目的評価表（実績）をご覧になる際の参考資料」1．評価表の見方，

および，中嶋年規「行政を変え，地域を変える可能性を秘めた評価システム～三重県事務事業

評価システムの現状と課題～」『JICPAジャーナル』2000年5月号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　hY

の要因分析を踏まえ，2004年度にこの事務事業

をどのように展開していくのか，狙う成果が何

　　　　　　　　　　　　　　　　　liであるかを中心に記述することとなっている．

（4）「経営品質向上活動」

　図2の「みえ行政経営体系」において「経営

品質向上活動」は，Plah－Do－Seeのマネジメ

ント・サイクル全てを支える県政マネジメン、ト

の基礎として位置づけられている．三重県は，

「経営品質向上活動」を，県民に対してより良’

い行政サービスをより効率的に提供できるよう，’

行政運営の仕組みを継続的に改善しながら卓越

した行政組織を目指すものであり，行政を経営

という視点で捉え，県民を顧客と位置づけるこ

とにより，職員の意識改革を促すとともに，行

政運営の変革につなげようとするものであると

説明しているm）．この「経営品質向上活動」は，

平成11年度に行政システム改革パージョンァッ

プの一一一賞として取り組みが始まった．これは，

具体的には「日本経営晶質賞」鋤の「アセス

メント基準」を経営革新のためのッールとして

用い，職員の日常の行政活動の改善を促すもの・

である．『日本経営品質賞」は，顧客の組織に

対する最終評価に影響を与えるすべての要素を

クオリティと呼び，高いクオリティを生み出す

ために必要な組織活動とそれを可能にする経営

体制を「経営品質」と定義して，これを「アセ

スメント基準」という共通の尺度によって測定

する謝．そして．この共通の尺度である「アセ

スメント基準」は，組織が顧客の視点に立った

クオリティを効率よく達成しているか否かに主

眼を置き，その達成手段としての仕組みゃプロ

セスが効果的に機能し，かつ，人材育成が十分

に行われているか否かを診断するためのツール㎡

であるといわれている5‘S）．「日本経営品質賞」

では，賞の審査だけでなく，「アセスメント基’

準」に基づく組織内の自・己診断（セルフ・ア：ti

スメン’g）を奨励しており，審査を行う人をア

セッサーと1呼んでいる55）．「日本経営品質賞」

の審査，および，セルフ・アセスメントでは，

書類審査と現地審査の2段階があり，審査終了

時には，総合評価どアセスメント基準のカテゴ

リー毎の「強み」と「改善に向けての提言」が

評価レポー一トとして提出されることとなってい

るiE）．このような「日本経営品質賞」の考え方

を導入するメリットには，①競争力のある強い

経営体質を創る，②経営レベルの改善領域が明

確になる，③経営幹部の思いが組織全体にどれ

だけ伝わっているかが検証できる，④アセスメ

ント基準によるセルフ・アセスメントの実施に

より継続的な改善の仕組みができる，⑤事業部

門ごとの導入にも大きな成果がある，⑥現在の

改善活動をやめて新たに始めるものではない，

という6点があると指摘されている聞．

　三重県では，このような「日本経営品質賞」

の「アセスメント基準」を用いた「経営品質向

上活動」の推進体制として，各部局のアセスメ

ント担当総括マネ；ジャーと副局長で構成する

行政経営品質推進責任者会議を設置し，副知事
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　を議長として全庁的な推進についての協議を行

　うとともに，行政経営品質アセッサr会議を毎

　月1回開催し，各部局・県民局の取組事例や成

　功事例についての情報交換・共有に基づく改善

　にむけての議論を行っている．さら1に，各部局

　の取組として，前述の「率先実行取組」を展開

　するなかで職員相互の対話の促進を図り，職員

　自身の内発的な取組を促すとともに，セルフ・

　アセスメントである部局間の相互アセスメント

　・を外部アセッサーを招璃して毎年度実施してい

　る5B）．また，2004年策定の「戦略計画」におい

　て，「2003年度にB＋であった日本経営品質賞

　評点総括レベルを2006年度にA一まで引き上げ

　る」ことを目標とする基本事業「行政経営品質

　向上活動の推進」を策定し，具体的な取組とし

　て，専門研修を受講したアセッサーを継続的に

　養成すること，部局長・総括室長・室長・一般

　職員への各種研修を行うこと，行政経営品質向

　上活動の日常実践を「率先実行取組」として進

　めること，部局間の相互アセスメントを実施す

、　ること等を掲げている59）．

　　　　　6．三重県行政評価制度の評価

臼）英国政策評価制度と三重県行政評価制度

　　の比較
　英国の政策評価制度と三重県の行政評価制度

を比較すると，いくつかの共通点および相違点

が見受けられる．まず，共通点としては，①目

標とリンクした予算，および，裁量権の拡大，

②戦略的かつ適切な、目標値および指標の設定，

③目標達成に向けてのインセンティブ，の3点

が挙げられ，相違点としては，④発生主義会計

情報の利用が挙げられる．

【共通点】

①目標とリンクした予箕，および裁量権の拡大

　莱国のPSAは，既に検証したように，　PSA単

独で機能する制度ではなく，予算・歳出謄理制1

度に組み込まれた制度である．SRは，3年間’

で各省庁が提供すべきサービスの成果（PSA），

とその実現に必要な予算額（歳出計画）を明ら

かにする．これにより，各省庁は，サrビス成

果の提供に責任を負うかわりに，向こう3年聞

の歳出の確実性の保証と未消化予舞の次年度へ

の繰越など予算利用に蘭するある程度の裁量を

得るのであり，目標と予算は完全にリ‘ンクして

いるといえる．

　一方，三重県では，2002年度当初予算から3

つの基本的な考え方（ビジョン・’戦略に基づく

予算編成，権限委譲・” ｪ権化に基づく予算編成，

成果志向・結果重視の予算編成）に立った新し

い予算編成の仕組みを導入し，目標と予算をリ

ンタさせている．これは，施策単位でヒト（職

員定数）およびカネ（予算）を事業担当部局に

包括的に配分するもので，各部局はビジョン、・

戦略に基づき独自の判断で各事務事劇こ予算を
　　　　ギ
配分できるようになDてい㌔る．また，事務事業

目的評価表をもどに目標達成の観点から前年度

の成果の確認と検証を行い，その結果を翌年度

予算に反映させることとなっているω．つまり，・

施策毎に予算を包括的に配分することで，施

策・基本事業・事務事業の目的・目標をどのよ

うなやり方で達成するかにりいて各部局の裁量

権を拡大しているといえる61）．

②戦略的かつ適切な目標値および指標の設定

　英i国の1998年のPSAでは，「1学級の人数が

30人を越えている47万7千人の5～7才の小学

生のi数を2001年9月までにゼロにする」G2）と

非常に具体的で戦略的なターゲットが掲げられ

ている．これは，予め目標を設定し，その達成

状況を測定する政策評価において最も重要なこ

とは，適切な目標値を設定することであり，適

切な目、標値は，特定でき（Specific），測定可能

（Measurable），かつ実現可能（Achievable）

であり，目・的適合（Relevant）および適時

（Timed）’でなければならないとされているた

あである剛．そのため，前述の報告書「業績情

報の枠組み」においても，適切な目標値は成果

の改輩や改善に組織を奮い立たせるような挑戦

的なものでなければならないことが明記され，

そのような目標設定を合む業績情報システムの

1
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構築を支援する内容となっているet）．．

　三重県においても，既に検討L一た‘「戦階計画」1

で明らかにしたように，各施策・基本事業ぞ設

置されている目標値は，非常に具体的で戦略的

であるといえる．これは，平成姓年度から本格

的に運用を開始した政策推進システムにおいて，

従来の目標値では県民に成果を示せないとして

数値目標の見直しを図り，それまで多かったア

ウトプット指標をやめ；原則としてアウトカム

指標を採用することにした結果である（i5）．

　また，「経営品質向上活動」も戦略的な目標

値設定に大きく貢献していると考えられる、

「経営品質向上活動」の民一スである「日本経
　　　　　　　　　　　　　　　　n営品質賞」の「アセスメント基準」は，組織の

経営品質を‘ Wつのカテゴリーに分けて測定する

が，カテゴリー1から7の各アセスメント項目

には全て目標の設定と達成状況の把握を記述す

ることが求められている．そこでは，アセスメ

ント項目で要求されている経営の実行状況や達

成度をどのような尺度あるいは指標を使って把

握しているか等，目標設定の方法と根拠の妥当　’

性が試されることとなっている．さらに，目標

設定には競合比較やベンチマーキングの手法を

用い，競合組織やベストの活動を実施し高い成

果をあげている組織の成果に着目してそれを上

1回る目標を設定することが奨励されてい一る刷．

したがって，セルフ・アセスメントを実施する

都度，各部局は，アセッサーから．目標設定の妥

当性を評価されるとともに改善点を指摘される

ため，戦略的かつ適切な目標値および指標の設

定が動機づけられているといえる．

　きらに，一行政謂醐暖の運営の蓄董難よる精

縁化も適切な目標値の設定に大きく寄与してい

ると考えられる．三垂県の行政評価制度は1996

年度に導入され，2⑪挺年度で9年目を迎えてい

る．既に述べたようにFみえ政策評価システム」

の目的の一一つは，職員の意識を改革し政策形成

能力を向上させて政策や行政活動の質を向上き

せゐことであるため，毎年の目標値の設定と達

成状況を把握するという作業を続けることによ

り，設定した目標が目的の達成を測る指標とし

て適切であるか否かが明らかとなり，測定尺度

および目標値の設定が精綴化されてきたと考え

られる．また，目的評価表の公表を行うことで，

県民によって絶えず監視され批判を受けること

からJ．県職員は県民の目を常に意識して事務や

事業の妥当性を考えるようになり，目的が希薄

な単なる部課運営饗的なものが自然となくなっ

ていったと分析されているe7）．

③目標達成に向けてのインセンティブ

　英国では，大蔵省が4半期毎にPSAの目標達

成状況をチ；ックしている．さらにSDAでは，

業績を反映させる人事考課制度の導入や組織改

善計画の策定等，PSAの目標の達成を確実に行

うための組織的な取り組みを明らかにすること

が求められており，目標達成に向けて強いイン

センティブが付与きれていると考えられる．

　三重県での目標達成へのインセンティブには，

「経営晶質向上活動」，Plan－Do－Seeのマネジ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tメント・・サイクル，能力・成績を反映した入

事・給与システム，および，目的評価表の公表

が挙げられる．「アセスメント基準」Fは，上述

のようにカテゴリー1から7の各アセスメント

｛項目で自繧の設定と達成状況の把握を評価した

のち，把握した達成状況をどのように評価・分

析’して改善や改革をおこなっているかを検証す

る．同様に三重県のPlan－Db－Seeのマネジメ

ント・サイクルにおいても目・的評価表を用いて

成果の確認と検証を行った結果を次年度の活動

の司測と予算に反映させるため，目標達成への

インセンティブは大きいと考えられる．また，

2000年度かち管理職員にたいし業績の評価を勤

勉手当に反映させる新たな入事・給与システム

を導入し，個々人に対するff標達成へのインセー

ンティブを付与しているGS）．さらに，目的評価

表の公蓑も，適切な目標値の設定に寄与するの

と同じ理由から，自標の達成へのインセンティ

ブになっていると考えられる．
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【相違点】

④発生主義会計情報の利用　　　　L

　英国では，RABの導入により，発生主義会

計情報を多様な段階で利用している．まず，発

生主義会言H青報は各省庁の財政状態と行政活動

のコスト，および，コストと成果の対応関係を

明らかにするため，予算策定段階において歳出

謙画策定の意思決定情報として利用される．そ

して，歳出予算は資本的予算と経常的予算に分

けられるため，資本的資産は，キャピ．タル・チ

ャージや減価償却費を認識することにより，

DISにおいて資本的資産の長期的で適切なマネ

ジメンFが動機づけられる．また，行政活動の

真のコス，トが明らかとなることから，PSAにお

いてVFMターゲットの設定が求められ，常に

不必要かつ非効率なコストを削減するインセン

ティブが働くようになっている．

　これにたいし，三重県では，行政評価制度に

おいて発生主義会計情報を適切に利用している

とは言い難い．三重県は，1998年に現行の単式

簿記による現金主義会計制度の下で，わが国の

都道府県としてはじめて発生主義に基づく貸借

対照表と収支計算書を議会の了承を得て公表す

るなど，発生主義会計に基づく財務諸表の作成

に早くから取り組んできた先行自治体である．

発生主義会計の導入は，平成10年度行政シス・テ

ム改革にお1いて，「簡素・効率」（最少の費用で・

最大の効果をあげる）を推進するために実施す

る11の具体的方策の一つに位置づけられ，その

意図は「従来の官庁会計は，現金の流れだけに

着目しているので県行政がどれだけの黒字（ま

たは赤字）であるのかが的確に表現できません．

このため官庁会計が資産・財産等を把握し，民

間企業のようなコスト意識を持つため，従来の

会計方式にあわせて，発生正義会計によって財

務内容を公表していきます」と説明されているfig）．

しかしながら，発生主義会計に基づいて作成し

た財務情報を県政運営の改善のために具体的に

どのように利用するかについては，明確に定め

られていない．

　三重県は，将来も持続的に県行政サービスを

提供できるよう財政を健全化するために，また，

「県民しあわせプラン」を実現するために，庁

内に財政問題検討会を設置し財政健全化の方策

等の検討を行い，’ここでの報告提言を基に「戦

略計画」の策定を行った．しかしながら，この

財政問題検討会が作成した報告書では，発生主

義会計に基づく財務諸表からの分析検討は全く

行われていない〒0〕．また，「みえ政策評価ジス

テム」の自的評価表に記載される必要概算コス

トも図6に示したように，単に概算人件費（人

件費平均時間単価に所要時間を乗じて算出）に

事業の予算額を加えたものであるため，そこで

は，資本的資産の減価償却費や事業毎の正確な

人件費は考慮されておらず，正確なゴスト情報

を示してコスト削減に結びつけるものとはなっ

ていない．つまり，三重県では，英国制度とは

異なり，発生主義会計による適正なコスト計算

を用1いた行政コストの経済性・効率性の追求，

および，減価償却費や退職給与引当金等を考慮’

にいれた長期的なより良い資産・負債マネジメ

ントを行っていないといえる7S）．

（2）三重県行政評価制度の評価

　三重県の行政評価制度において大きく評価す

べき点は，この制度が常に改善・改革を指向し

制度の見直しを図っていること，および，

Plan　－r　Do－Seeのマネジメント・サイクルが実

際に機能しその効果が着実に上がってきている

ことである．このことは，施策一基本事業一事

務事業体系をみると明らかである’、平成10年度

の「施策：学校教育の充実」の「基本事業：学

校教育総合推進事業」’の事務事業は，25あり，

その名称は，『委員会総務費」，「学校管理費」，

「指導主事活動費」，「指導行政事務費」など，

その名称だけでは住民が具体的に何を行う事業

なのかを理解できないものが多数を占めでいだ2）．

これに対し，平成15年度では，同じ「施策：学

校教育の充実」であっても，その基本事業名は

「教育改革の推進」「児童生徒の基礎学力の向上」

「特色ある教育の推進」等に変わり，その下の

i



154　（154） 横浜経営研究　　第26巻　　第1号　（2005）

事務事業名も「学力フオローアップ推進事業」

「時代の変化に対応する教育改革推進事業」「自

ら創る学校支援事業」等，住民にとって事業内

容がより’わかりやすく，かつ，総合計画の体系

と完全に一i致したものとなっている：．　Pまた個々

の内容についても，平成10年度の「指導主事活

動費」の事務皐業目的評価表では，その事務事

業の目・的と成果を「各学校，．各教育研究団体に

対し，教育効果をあげるため指導主事による指

導を案施し教育行政の円滑な推進を図り，学校

教育の充実を行うこと」であると述べt一成果指

標として「年間の学校等への訪問回数」という

アウトプット指標を挙げている謝．これにたい
　　　　　　　　　　　　　　　　Nし，平成ユ5年度「学力フオローアップ推進事業」

の目的評価表の成果指標は，すでに表5．で明ら

かにしたように，「児墜生徒の授業の理解度」

という住民に非常にわかりやすいアウトカム指

標となっている．さらに，平成15年度の目標値

は，「平成14年度実績で71L5％だった理解度を

平成15年度に80％に引き上げる」というもので

あり，必ずしも容易に達成可能と’はいえない目

標値となっている．したがって，これは，挑戦

的な目標を掲げて実効をあげるために努力する

という行政評価制度の本来の目的にかなうもの

であix行政評価制度が着実に進歩しているこ

とを示すものといえる．

　このような実効性をあげている背景には，常

に制度の見直しと改善を図っでいること，およ

び，職員の意識改革が大きいと考えられる．平

成15年度の目的評価表の様式は，多少変わって

いるとはいえ，基本的に平成10年度の目的評価

表と大きな違いはない．変わロたのは，書き込

む内容そのものであり，書き込み，行政活動を

行うヒトであるといえる．

　三重県においてこのように常に制度を改善に

向けて見直すなど職員の意識改革が大き1く進ん

だ要因には，「経営品質向上活動」とPlan　一一

Do－Seeのマネジメント・サイクルの蓄積にあ

ると考えられる．「経営品質向上活動」は，職

員に常に「自分たちの顧客は誰か」「自分たち

の使命・存在意義は何か」「顧客は何を価値あ

るものと認めているのか」等の組織のミッショ

ンを組織間で共宥し，「改善すべき領域」を常

に明らかにしていくものである74）．そして，

Plan　一　Do　一一’Seeのマネジメント・サイクルの構

築は，担当職員が行う自己評価を上司が点検し

外部に定期的に情報を開示することで，自治体

・職員の業務の執行が常に住民のモニタリングの

対象になり，職員が絶えず住民へのアカウンタ

ビリティを意識しながら業務を遂行することを

もたらすのである75）．

　しかしながら，既に指摘したように三重県の

行政評価制度には，発生主義会計惜鞭を利用す

るという視点がみられない．三重県の行政評価

制度を推進する立場にある職員も認めているよ
うに，’ s政評価闇度におけるコストの認識方法

は極めて未熟であり，発生主義会計に基づく事’

業のフルコストを把握する必要があるのである7fi）．

また，適切な財政計函を立案し，資産と負債の

より良いマネジメントを行うためにも，行政評

価制度において発生主義会計惜報を利用する仕

組みを構築することが必要である．

7．わが国行政評価制度の課題および克服のシ

　　ナリオ

（1，）わ力洞行政評価＄1］度の課題

　乎成14年度に総務省は，行政評価制度を積極

的に鄭入している自治体の実態調査を行い，そ

の分析を基に課題の提言を行っているπ〕．そこ

では，まず宥政評価闘度の導入にあたっての課

題として，①適切な評価指標を設定すること，

②評価作業の負担の軽滅と職員の理解を得るこ

と，③評描制度と総合計画・予算体系との連携

を図ること，④外部からの視点を反映さぜる、こ一．

と，の4点を挙げ，さらに，今後の行政評価制・

度の展開のためのこの他の重要なポ基学’ドとし

て⑤評価結果を予算編成や紐織・定員㌔．菟≧

理へ反映することを挙げてい．る担≡華なi巨ぢ，こ

行政評獅臓の…駄にあた葺玄1ま≡璽挙鱈1

繊の行政活動にた熟し明獲閻纏亘設発麹手
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っていなかったために，何を目標値とするか，

それを測る指標噂尺度として何を選択するかが

難しいという亡とであり，かつ，②新たな制度

の導入による事務量の増加にたい・し，職員が

「無駄なことをやらされている」という負担感

だけを持つことのないように，評価作業の負担

を軽減する工夫を行うと同時に職員に行政評価

制度の必要性を十分に理解させることが重要で

あ1るということである．また，行政評価制度を

Plan－Do－Seeのマネジメント・サイクルの中

でよりよく機能させるためには，③行政評価の

対象である政策・施策・事務事業と総合Sl－Tu，

予算体系との関連を明確にし，⑤行政評価制度

を総合計画の進捗管理に役立たせるとともに，

評価結果を予算編成や組織・定員・‘人事管理に

反映させることが必要である．さらに，④制度

を精緻化させるためには，行政外部の祝点・意

見を反映させることが重要であり，評価結果を

住民にわかりやすく公表するとともに，住民や

有識者の意見を行政評価制度に反映させる仕組

みを作ることが必要であるということである．

　日本公認会計士協会近畿会も平成14年度に近

畿圏の自治体にたいしアンケート調査を行い，

その分析を基に行政評価制度の問題点を指摘し

ている79）．そこでは，③評価結果が十分に活用

されていない，②コストの正確な把握がなされ

ていない，③適切な成果指標の選択が困難であ

る，④総合計画と事務事業の関係が整理されて

いない，⑤首長・幹部・職員の理解が不足して

いる，⑥発生主義会計と行政評価制度が結びつ

いていない，等を問題点として挙げている．こ

れは，先の総務省の掲げる課題と重なる部分が

多いが，特筆すべきなのは，②コストの正確な

把握がなされていない，および，、⑥発生主義会

計と行政評価制度がむすびついていない，とい

う2つの指摘である．つまり，現行の単式鱒

記・現金主義会計の下では，固定資産の減価償

却費や退職給与引当額などを含む正確な行政コ

ストを行政評価の対象である各皐業毎に把握す

ることができないということである．また1・た

　とえ総務省方式に基づいて決算統計により発生

主義会計に準拠した財務諸表を作成するとして

　も，それはあくまでも年に1回の作成にとどま

るため，．正確な会計帳簿に基づいてコストを把

握し，これを日常的な行財政活動の管理・統制

に資することは困難といえるs°）．そのため，行

政評価制度において発生主義会計を活用してい

ると回答した自治体は皆無であったという．

　　しかしながら，本来，行政評価制度において，

成果と正確な行政コストを対応させることは，

事務事業の経済性や効率性の判断を行うために

必要不可欠である．したがって，わが国自治体

の行政評価制度の課題には，総務省の指摘する

　5つの課題に加え，発生主義会計に基づく正確

なコストを把握L活用すること，が挙げられる
　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

だろう．

　（2）課題克服のシナリオ

　　行政評価制度の課題として先に挙げた①適切

な評価指標を設定すること，②評価作業の負担

め軽減と職員の理解を得ること，③評価制度と

総合計画・予算体系との連携を図ること．v④外

部からの視点を反映させること，⑤評価結果を

予算編成や組織・定員・人事管理へ反映するこ

と，⑥発生主義会計に基づく正確なコストを把

握L活用すること，のうち，最後の⑥発生主義

会計に基づく正確なコストを把握し活用するこ
、

と，を除いた5つの課題については，三重県の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
取組が課題克服のための一つのモデルを示して

いるといえるだろう．

　既に明らかにしたように，．三重県では，戦略

的かつ適切な目標値および指標の設定が行われ

ている．また，評価制度の対象である施策・基

本事業・事務事業はすべて総合計画と完全に一

致し，毎年行政評価制度に基づく成果の確認と

検証を通じて，施策ごとに予算と人員が各部局

に包括的に配分されるとと．もに，評価結果を反

映する人事評価制度も導入されている，その結

果，行政評価制度は単に「やらされている無駄

な仕事」から，皐務皐業を実施するための予

算・人員確保のため，目標の進捗管理のため，

1
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人事評価のために「なくてはならない必要不可

欠なもの」として変容してきて1いるといえる．

さらに，行政評価制度について外部からの視点

を取り入れ，反映させていく取組も積極館に行

われている．、i三重県では，総合計画，’戦略計画，

県政運営方針を公表するとともに評価結果であ

る目的評価表と年次県政報告書を作成・公表し，

県議会，、県民，市町村の意見を広く募り，それ

を積極的に反映しているsn．また，経営品質向

上活動において，外部アセッザーを招聴して行

うセルフ・アセスメントも，Plan一Do’⊇Seeの

マネジメント・サイクルがより良く機能してい

るか否かを外部からの視点で検証し，改善点を
　　　　　　　　　　　　　　　　、
見いだす取粗であるといえる．

　さらに，三重県では平成ユ4年度から監査委員

の行政監査方法についても改善を図り，施策・

基本事業，事務事業について自己評価が適正に

行われでいるか，事業の成果や行政活動め状況

が妥当なものとなっているかなどについて，事

業妥当性，．目標達成度，有効性など7つの項目

を設けて5段階に評価する方式を取り入れた行

政監査を実施し，その結果を公表している戦

　しかしながら，⑥発生主義会計に基づく正確

なコストを把握し活用するという課題は，三重

1でも克服されて’いない．これは，行政評価制

度を運用していくなかで努力や工夷によって改

善されるものではなく，公会計制度上の問題で

あるといえる．すなわち，現行の単式簿記・i現

金主義会計の下では，行政活動の正確なコスト

を把握することは不可能なのである．したがっ

て，これを克服するためには，わが国の自治体

会計に複式簿記・発生主義会計を導入し，事務

事業毎の正確なコスト情報を日常の管理に利用

可能とするようなシステムを作ることが必要で

ある．

8’，おわりに

　英国のブレア首糎は，1998年のCSRで「ここ

で述ぺているPSAは，このCSRによって提供す

る資源の見返りとして，どのようなザービスを

我々が提供するかを明らかにするものである」83｝

と述べている．英国のPSAは単なる「目標」に

とどまらず，「これだけのサービスを実施しま

す」と首相が国民に約束するものである．そし

て，そこで明らかにされるPSAの夕一一ゲットは

「2001年9月までに5～7才までの小学生の1

クラスの人数を30人以下にする」SLI），「且才の

予どもの読み書き・算数のレベルを2002年まで

にそれぞれ80％，7．5％まで引き上げる」s5）な

どむしろ「公約」に近い．

　同様のことは，三重県の行政評価制度におい

でもあてはまる．三重県の戦略計画の重点プロ

グラムは，「児童生徒の授業の理解度を2006年

度までに現在の80％から85％に引き上げる」

「30人学級を現在の小学1年生から2年生まで

に対象を拡大する」という目標を設置しており，

まさに県民にサービスの実施を約束するもので

あるといえる．

　このように，政策評価制度および行政評価制

度の本来の目的は，終わってしまったことを評

価するだけのものではなく，むしろ，これから

何をやるのかを明らかにして，設定した目標の

達成のための努力を促すものである．そして，

その1ためには，Plan　一　Do－Seeというマネジメ

ント・サイクルをよりよく機能させることが必．

要となる．　　　　　　　　　　　　　．

　わが国1自治体の多くが抱えている「適切な評

価指標の設定が困難であること」，いいかえれ

ば「挑戦的な目標の設置が困難であること」を

克服するためには，常に改善するとい1う視点を

持って行政評価制度を継続していくこと，お一よ

び，自治体職員の意識改革を行うことが必要不

可欠である．住民にとって最良のサー一ビスとは

何か，アウトカムは何か，ミッション、は何かを

常に意識し，住民にわかりやすいアウトカム指

標め設置を徹底すれば，三重県の教育行政の目

標値が安易なアウ｝プット指標から連成が困難

なアウトカム指標に変化したように，挑戦的’，

かつ，適切な指標の開発は可能だろう．また，

職員の意識改革を促すためには，「経営品質向
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上活動」など組織として意識改革を進めること

はもちろん，行政評価の結果を責任の所在とと

もに公壼し，住民の意見・批判や外部の視点を

取り入れる努力1を行うことが重要である．

　また，英国政策評価制度と三重県行政評価制

度を比較した結果，莱国政策評価制度には発生

主義会計・予算制度が組み込まれ，限られた資

源を効率的に活用するインセンティブが働くよ

う制度設計されているのにたいし，三重県を含

むわが国自治体の行政評価澗度には，それがな

いことを明らかにした．つまり．わが国の自治

体の行政評価制度は，正確なコストの把握につ

いてシステム内部で満足のできる計算体系を有

しでおらず，経済性や効率性の評価を下すこと

はできないのである鍋．したがって，日常の管

理に資する正確なコストを事務事業毎に把握し

コスト1削減のインセンティブを働かせるために

は，，いいかえれば，・行政評価制度と発生主義会

計をリンクさせるためには，総務省方式のよう

に年に一度，決算統計を用いて発生主義会計に

準拠した財務諸表を作成するのではなく，現行

の単式簿記・i現金主義会計に代えて，複式簿

記・発生主義会計を導入するなど公会計制度の

抜本的な改革が必要である．

注

1）平成12年12月に総務庁行政監察局の政策評価

　の手法等に関する研究会が「政策評価制度の

　在り方に関する最終報告」をとりまとめた．
　そして，この報告を反映した「政策評価に関

　する標準的ガイドライン」が平成13年工月に

　各府省間で了承決定され政策評価が行われる

　こととなった．また，本制度の確実性を担保

　するため「行政機間が行う政策の評価に閲す
　る法律」が平成13年6月に成立している．

2）行政改革会議（会長：橋本総理大臣）「最終報

　告」平成9年12月，、工参照．

3）政策評価の手法等に関する研究会「政葦評価
．制度の在IJ方に蘭する飛終報告」‘平成12年12

　月，P声3．

4）「政策評価」という用語に対’し，「行政評価」

　「業蹴評価」「執行評anij「業組測定」等の類似

　、用語が存在する．しかしながら，これらの用

　語の定義は未だに確定しておらず，論者によ

　　ってまちまちなのが現状である．しかしなが

　　ら，わが国の自治体では「行政評価」という　、

　　用語が，中央省庁では『政策評価」という用

　　語が最もよく使われている．本章においても，

　　これにならい自治体の場合は「行政評価」を，

　　中央政府の場合は「政策評価」という用語を

　　用いること七した．しかしながら1，どちらも

　　行政運営を改善するために，予め政策目標を

　　設定し，その活動を評価するという意昧で違

　　いはない．

5）総務省自治行政局行政体制整備室「地方公共

　　団体における行政評価の導入⑳実態と今後の

　　展開について」2003年3月．
・・ U）ニュー・パブリック・マネジメントとは，公

　　的1部門に民間企業の経営理念・手法を可能な

　　限り導入しようという新しい公共経営理論で

　　ある．具体的には，従来の資源の投入による

　　管理に代えて，経営資源の使用に関する裁量

　　を広げるかわりに，業績／成果による統制を

　　行い・市場メカニズムを可能な限り活用するも

　　のである．大住荘四郎『ニュー・パブリッ
　　ク・マネジメントー理論・ビジョン・戦略一」

　　日本評論社，1999年，pp．1：40参照．

7）政策評価の手法等に関する研究会では，米国，

　　英国，ニュージーランド，オーストラリア等

　　の政策評価f側度が取りあげられている（第1

　　回～第15回議事録参照）．また，三重県もrt平

　　成唱年にニュージーランドの行財政改革を調

　　査するための調査団をニュージーランドに派

　　班している．

8）HM　Treasury，　Ptiblic　Sen，ice　for　the　Ftttttre

　　：Modernlsation，　RefOi’m，　ACCOitnrabitit＞，
　　Conrpi’e’iensivε　Spqnding　Reiiieive　Public　Sei’vic’　e，

　　Agreemenis　．1999－2002（CSR1999－2002），　Cm4181

　　，1ggs．

9）Va！ue　for　MOneyの略．支出に見合う価値．っ

　　まり，税の対価として価値あるサービスの提

　　供であるか否か，資源が経済的，、効率的，宥

　　効的に利用されているか否かに重点を避くも

　　のであり，費用対効果を最犬にすることを目

　　的としている．

10）2001年から2004年までを対象とする歳出予錬
　　である「Spendi口g・Review　2000」’では，政府全

　　体の重要目標七して①全ての国民に対し教育

　　と殖用の機会を増加させること，②信頼でき

　　安全な社会を作ること，③生産性を上げ持続

　　可能な成長を遂げること，および，④国際社

　　会にお1いて英国が重要な役割を果たすこと，

　　の4つを挙げている．

11）莱国の会計年度は，H本同様，4月1日から
　　3月末まで’を1会評年度としている．1998年
　　のCSRは，予算額と提供する“1”一ビスを一っ

1



158　（158） 横浜経営研究’第26巻第ユ号（2005）

　　　にまとめて公表したが，SR2000では，それら

　　　をそれぞれ「歳出計画」と「PSA」に分けて

　　公表している．
　12）HM　Trea　Suty　5pロii．ding　Reviei’v　2000’1　］！tbiic

　　Seハ，tce　Agrecn’Tε’trs　20012004（p3A　2001－20042i

　　Cm4808，2000．
　13）HM　T祀asury　SPendi，）g　Reiiieiv　2000謂eハハ「c己

　　De～il・eiry　Agtettmetits－2001．2004’AGttlde　te　t∫昭

　　Sefvice　Deli．vet’）t　’　A’g　rc　ehTen’（s（A　Guid巳to　SDA）．

　　　Cm4915，2000，

14），Department　for　Educati。n　and王mploymenち
　　See　，ii　eLDetii，ei‘y，　Ag）”ee．mqnr，fOi］’　rbe　iDepロ’i‘irhienπfo，’

　’　Edtircαtieit　a♪id　Entployme’lt　200」：02　to　2003・　04，

　　2000．、　　　　　　　　　　　　　　r、L．．㌦

　15）これちについては，大住荘四郎「New　Pロblic

　　　Managcmentの展望と課題」『神戸大学経済学

　　研究」年報44　ユ998年3月や岸道雄、「海外4ケ

　　’国の公的セクター一改革と日本への視点」『FMI

　　Rev．iew’J　Vo12No　11998年，｛財）自治体国際

　　　化協会「英国の公共サービスと強制競争入札」

　　　CLAIR　REPORT　INo：60，ユ993年等に詳しV．　・

　ユ6）「市民憲章」については，（財）自治体国際化

　　　協会「シティズン・チャーター」CLAIR
　　　REPORT　No．69，1993年に詳しい　ま一tた，

　　　2001年2月現在，教育・裁判・医療等に関す
　　　る国レ民ルのナショナル・チャーターは118個，

　　　地方政府等におけるサー・’lfス毎のチャ・一夕一・

　　　は1万個以上設定されているという．自治体

　　　国際化協会「莱国における行政評価制度」
　　　CLAIR　REPORT　No　217，2001年，　p　　2．

　17）隅田一豊『注民自治とアカウンタビリティ』

　　　税務経理協会，lggs年に詳しい：

　18）HM　Treasury，　Pitudeiit　fφr　a・Pitiposξ：Biti「din8

　　　0PPOrhtnityαπ鉗5βα‘r均FotAti，5p印∂fn8

　　　Rel，ie’vs，2000ハ「e1↓，　Pltbli‘SPe，～d加g　p「ans　2001－

　　　2004（Sp斑dlng　Review　2000：Spending　Plan5），

　　　ICrti48Q7，20eo．

　19）HM　Trea5ury，1肋，1α宮fπ8　Re5酬漉3、Fttl∬

　　　IntpleMe．nt4ti．oni　’of　R．　esopt．tce’　4ccOi‘thr．ing　and

　　　Bud8・et．in8（Full　Implementation　of　RAB），2001，

　　　PPI6－7．

　20）HM　TreaSuTy，　Resourc召、4：CCOtmti’1宮Mantt’a’，1999，

　　　－Chapter工3・

　－21）HM　Trea部Ty，1ぬ肥8m8　R’esoi’｛rces：A’na！ysing

　　　resour’　ee　accOftηts：’　tiSgris－’gitide；2001，p2．

　：22）　HM　Treasロry　Rgse’urce　Btgdgeiin　g　a・’卍ゴ’1昭2000

　　　皐朗直π8R醐w　2000，
　23）HM廿ea甜巧，5ρeπ伽g　RどV昭w　2000・血ve∫tin8　’in

　　　tbe　Fitttire．DePqtitn）enta’t　lzi’Vestme’1∫5rrαrε8i已5’A

－　　　　5μ研’πα，コ（DIS　ISumm田y｝，　Cm4916，20004p．工．

　24）HM　Tτεa5ury，　A卵βc’㎡伽2000●松π幽8　Rβv顧

　　　2000．
　25）HM　Treasury　DIS　Summary，町p．cit．，Fe’reword，

26）DepaTtment　fer　Educatioll　and　Employme耐
　　Depa’t’t，i昭rl’a〃川vestmenlt　Slt’ategY　200ユー04，2000L

27）HM　TreasuTy，Full　Impl巴mentation　of　RAB，　op．cit．，

　　P3．　　　　　　　　　　　　　　　1
28）HM　Tr巳asury　The　Goi・ern’mentis　MeaSureSげ

　　Sttcce∬，θttipl’t・a用dPeifoi：mance．A肋a’yオ隅1999

29）　HM　TreaSury　PSA　200ユー2004，・op．cit．，Chapter　25．

30）HM　T祀asury，Spending　ReΨiew　2000：Spending

　　Plan8）op　Clt　Chapter　7．

31）HM　T・eas・理，PsA　200」20蜘P・・it・F。爬w・・d・

32）HM／　Treasury　CCabi．n．et　Office，National　Audit

　　Office，Audit　Commission，Offiee　For　NatiOnal

　　Statistics（HM　Treasury　et），　Choo3i．itg　r’ie　・　ITight

　　FABRIC、A　Fra’π已WO1孟　fθr　Pe”fo｝’nTa’lce

　　「’両’刀1耐roη（FABRIC）2001．

33）HM　Treasury　et　FABIUC，ibidlip．X

34）HM　Treasury　et，　Checklist　fbt　PerfornTance

　　l’ザわ’ノ刀αr∫oηS）！Stqils，200上

35）三重県は，わが国ltおける行政評価制度の先

　　駆けとして紹介されることが多い．島田晴雄，

　　三菱総合研究所『行政評価』東洋経済新報社，

　　1999年，　IPユ16．

36）「さわやか運動」とは，さ＝サービス（行政．

　　の価値を見つめること）　わ＝わかりやすさ

　　（生活者を起点に行政を見つめる・こセ），や＝

　　やる気（一人ひとりが目標を立て挑戦するこ
　　と），か＝改革（既成概念を捨て白紙で考える

　　こと）をキ〒ワードとして1995年度から3年

　　計画でスタートした行政改革推進運動である
　　詳しくは，石原俊彦『地方自治体の事・業評価

　　と発生主義会計」中央経済社，1999年，pp．31－

　　・62．参目旦．

37）1996年の導入から1999年までの遠年間の三重

　　県事務事業芋価システムについては，詳しく

　　は渇田晴雄r前掲割および，右原俊彦
　　r前掲摺』参照．

38）三重県『「みえ行政経営体系」による県政運営

　　（トータルヤ不ジメノトシステムの検討結果）』，

　‘2004年3月
39）三重県，三重県総合計画「県民しあわせプラ

　　ン」，2004年．

40）行政運営の取組とは，施策・基本事業を推進

　　するために行う効果的な行政運営と行政委員

　　会（教育委員会　公安委員会を除く）の取組

　　を目的と手段の関係で整理したものでありピ
　　施策として「効率的で効果的な．組織・体制つ

　　くり」や「入材育成の推進」等が策定されて
　　レる．また，重点プログラムとは，「県民の皆

　　さんが感じている不安や不満の解消を主なね
　　らいとした　戦略的な新しい取組である」と
　　説明されている．三重県’「県民しあわせプラ

　　ン・概要版」2004年，pp．10・13，

41）1この施策の政策展開の基本方向は「一人ひと
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　　りの思いを支える社会環境の創造と人づくり1」

Jでありi政策は「当かな個性を育む人づくり
　　の推進」である1．

42）施策「学校教育の充実」を実現するための他

　　の基本事業とは，「教育改革の推進」1「特色あ

　　る教育の推進」「障害児支援教育の推進」「健

　　やかな心身を育む教育の推進」「私学教育の振

　　興」「教職員の資質の向上」r学校施設等教育

　　環境の整備」である．

43）三重県，「平成工6年度県政運営方針」2004年，
　　P．1．　　　　　　　　　　　　｝

44）「平成・16年度県政運営方針」では，「施策・事

　　業に取り組むに当たって」’1と題し，「目的・目

　　標をどのよ，うなやり方で達成するかは，総括

　　室長（県民局部長），室長のリーダーシップと

　　マネジメンIF，そして室員のチー一ムワークに

　　まかされています．」と述べている．

45）三重県「戦略計画」2004年．

46）三重県総務局に問い合わせて回答を得た．

47）三重県『「みえ行政経営体系」による県政運営
　　（トー・：一一タルマネジメントシステムの検討結果）』，

　　pp．30－31．　　、

48）三重県，三重県ホームページ「みえ政策評価
　　システムとは？」‘

　　www．preflmie．jp／gyosei／planfhy。ukalsystein～pO1．

　　htm

49）戦略計画では，施策63，基本事業229となって

　　．いるが，このうち警察本部に関わる施策1，

　　基本事業5は目的評価表を作成していないた
　　め，作成された評価表が施策62，基本畢業224

　　となっている．三重県「平成ユ5年度目』的評価

　　表（実績）の構成について」．

50）三重県は，公共関与を行う根拠を以下のよう

　　に説明している．①公共財1等量消裂と排除

i　不可能性の性質を持った財・サービスで受益

　　者が特定できず，コストに見合う料金の徴収

　　が困難なもの，又は，徴収するコストが高い

　　ので徴収することが合理的でないもの，②外

　　部（不）経済：ある経済主体の市場での活動

　　がその経済取引（市場）の当事者以外のもの

　　に利益をもた，6したり（外部経済），不利益を

　　もたらす（外部不経済）場合で，その社会的

　　効果が市場価格に確実に反映されにくいため，

1　公共部門が市場機構に介入し，社会的に望ま

　　しい供給がなされるよう調整する必要がある

　　もの，③独占性：ユ社が独占すれば，市場に

　ILお’ける適正な価格が保障されないため，価格

　　についだ公的関与が必要なもの，④市場の不

　　完全性：投資に必要な資金やリスクが大きく

　　民間でぱ負担しきれない等市場のメカニズム

　　が働かないも1の，⑤ナショナル・ミニマムの

　　確保：県民が健康的で文化的な生活を享受す
　　るために不可欠な最低限の基準を瀧保しよう

　　とするもの，⑥その他また，県の関与の根
　　拠としては，①複数の市町村に：またがる広域

　　事業，②主要な市町村で実施されそいるが，

　　小規模な市町村では実施することの困難な事

　　務の補定的執行，③市町村では実施が難しい

　　大規模な公共施設の設置・管理，④広域的な

　　地域計画の企画・立案，市町村間の行政事務
　　の連絡調整，格差の是正，技術的援助，争議

　　の裁定にかかわる事務，⑤その他を挙げてい

　　る（三重県「平成15年度目的評価表（実頴）

　　をご覧になる際の参考資料」2．公共閲与・
　　県の閏与の判断基準）．

5D三重県『「みえ行政経営体系」による県政運営

　　（トータルマネジメントシ漢テムの検討結果）』，

　　P21．

52）「日本経営品質賞」とは，米国で1988年に始

　　まった’マルコム・ボルドリッジ賞（米国大統

　　領が毎年，最も優れた6組織に賞を与える）

　　の日本版であり，明確な経営理念の下で経営
　　幹部めリーダーシップーによって優れた．経営品

　　質と高い成果をあげている組織を毎年1回表

　　彰する制度として1995年に財団法人社会経済

　　生産性本部が申心となって創設したも．のであ

　　る．これは，組織の「経営品質」を「アセス

　　メント基準」という共通の物差しにより8D
　　Iのカテゴリー（①経営幹部のり一ダーシヅプ，

　　②経営における社会的責任，③顧客・市場の

　　理解と対応，④戦略の策定と展開，⑤個人と
　　組織の能力向上，⑥顧客価値創造のプロセス，

　　⑦情報マネジメント，⑥活動結畢）の20のア

　　セスメ1ント項目を組織外部の審査員が測定し

　　（1000点満点），優れた組織を表彰する制度で

　　ある．「日本経営品質賞」と「アセスメント基

　　準」の真の狙いは，「アセスメン」ト基準」を

　　「日本経営品質賞」の審査のためにだけ用いる

　　のではなく，経営品質向上を目指す企業や組

　　織が自L己診断（セルフ・アセスメント）のPt

　　一ルとして活用することによ1）　，各組織の何

　　が強みで今後それをどう活かしさらに’強化す

　　ればよいのか，どこをどう改善すればいいの

　　かを明らかにして，顧客本位にもとつく卓越

　　した業績を達成することに役立たせることで

　　あると説明されている、詳しくは，社会経済

　　性本部『2004年度版日本経営品質蛍とは何か』

　　生産性出版，2004年，および，大久保寛司
　　『経営の質を高める8つのi基準，日本経営品質
　　賞のねらい』かんぎ出版，］997年参照．　　　　L

’53）この「アセスメント基準」の基本理念は，顧

　　客本位，独自能力，社員重視，社会との調和

　　の4つであ：り，経営品質を向上させるための

　　原点は，組織が「顧客」「競争市場」「社員」

　　「社会」との対話を通して，絶えず変化する現

　　状を把握し，改善・1改輩への気づきを組織抽
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　　’に実行することであるという．杣会経済性本
　　音is　『T｝lt「手易書j　PP．15－16．　　　　　r－一・

54）社会経済性本部『前掲書』pp31．　　　　，：L

55）アセッサーになるためには，組織がア彰スメ

　　ント基準の基本的な考え方に沿つた活動をし

　　て旗畢をあげているか否かを正しく評価する

　　ために，経営品質協議会が定める研修を受け
　　なければならない．

56）社会経済性本部『前掲書』］PPI36・40．

57）』大久保寛司r前掲書』pp214・215：

58）部局問相瓦アセスメントでは，外部の視点で

　　のアセスメントの実施と内部アセッサーの資
　　質向上のために，各部周のアセスメツトを実

　　施するアセスメントチーム（アセッサー6人
　　で構成）の半数の3人を外部アモッサー（県

　　職員ではない）とし，外部からアセッサーを
’・ ｵ聰している（三重県「行政経営品質向上活
　　動・平成16年度の取組」）．　　　　’

59）「日本経営品質鐡」では，組織の経営能力を

　　組織の成熟度ととらえt評点総括レベルによ
　　りD，G，　C＋，　B・，　B＋，　A－，，A＋，　AA－，　AA＋，　AAAの

　　10段階で評価を行う．ちなみに「日本経営品
　　質賞」の受賞にはA＋レベル以上の評点が必要

　　である．　　　　　　　　　　　　　　’
’60）i…三重県『「みえ行政経営体系」による県政運営

　　（トータルマネジメントシステムの検討結果）」，

　　pp．32ご33．および，三重県財政問題検討会「財’

　　政問題検討会報告」2004年，pp、90－92，．　．

61）また，配分された予算を必要がないのに使い

　　切ることを’改善するために，予算節約制度を

　　平成8一年度から導入している．これは，経費

　　節約の努力の成果として予算を節約Lた場合

　　には，節約額全額を次年度の予算一に加算する

　　ものである（平成14年度予算までは節約額あ丁

　　半分までだったが平成工5年度予算から全額に

r　なった〉一三重県予箕調整室の回答による．
62）　H［M［Tteasury，CSR一ユ999－2002、op．cit．，P．11．

63）適切な目漂値として，特定でき（SPecific），

　　測定可能（Measurable），かつ鍵現可能』1
　　（Aehievable）であり，目的適合（Relevant）お

　　よび適時（Timed）でなければならないことは，

　　その頭文字をとP一てSMARTと呼ばれている．
　　耳M駈easu亡y，　CSR1999－2002ρp．cit．，P．1．

6tl）HM　Treasury　etlFNiY．RIC，op．cil，；p．24．

65）三重県F政策推進システムの基本的な考え方1

　　20024，この政策推進システムでは，数値自

　　標の見直しとして，アウトカム指標を採用す
　　ることの他に，定性的』目標を定量的目標に改

　　め君こと，数値目標に使用する指標はデータ
　　入手が容易な実用的なものにすること等を挙

　　げている．

65）社会経瀦…本部揃掲割PF27－30，207．217．

67）石原俊彦『欝掲書Jp．18t目的評価表は，情報

　　公開総合窓口の常設コーナーで，いつでも閲

　　覧・コピーができるとともに，インターネッ

　　トでの公表も行われている（申嶋年規「行政

　　を変え，地域を変える可能性を秘めた評価シ

　　ステム～三重県轟務事業評価システムの現状
　　と課題」『JICPAジャーナル』2000年5月号）．

68）三重県「平成10年度行政システム改革の主な

　　取組成果（平成10年度から平成15年度）」．2004

　　年，p22．三重県でほ，2000年に管理職にたい

　　し業撒を反映させる「管理職員定期勤務評定

　　制度」を醇入するとともに，2001年に「管理

　　職員の希望降任制度」を，2004年に複線型人
　　寧として専門監，スペシャリスドコースを設
　　置している．

69）石原俊彦「三重県における企業会計方式の瀬

　　入」『JICPAジャーナル』1998年6月号．

70）三重県財政問題検討会「財政問題検討会報

　　告1危機的な財政の健全化に向けて」2004年．

　　この報告書では，県財政の健全化の目標とし
　　て，10年後に経常1反支比率を90％前後にする

　　こと，およびt公債裂負担比率を20％以下に
　　することの2つを掲げている．

71）このように，三重県では全庁的な観点で発生

　　主義会計情報を利用した資産マネジメントは

　　行われていないといえるが，平成12年度以降

　　建設する大規模施設については，発生主義会
　　一計に基づく予想貸借対照麦および予想損益計

　　算書（収支計算書）を個々に作成し，建設の

　　適否の意思決定に利用するとともに，平成12

、年度以降建設した大規模施設については，各

　　施設の貸借対照表と収支計算書を作成し，施
　　’設運営の効率性の追求に役立てるとしている．

　，三重県「県有建築物の望ま’しい姿」2000年3

　　月．　　，．　　　　　　　　　　　－

72）三重県，「平成10年度継続事務事業目的評価表」

　　政策体系一覧．

73）；重県，「平成10年度継続事務事業目的評価表」

　　指導主皐…活動費．

74）三重県，「三重県におり）．る行政経営品質向上活

　　動の進め方」

　　w・ww．pre£皿ie・．jp∫gyOsei／gyosei∫guid巴∫keihin／

　　s口s口mekata．litm

75）石原俊彦「地方自治体における行政評価シス

　、テムの導入」『皿CPAジャーナル』12000年5月
　　号．

76）中嶋年規「前掲書」．1中嶋氏は2000年当時，三

　　重県の総務局政策評価推進課所属である．

77）総務省自治行政局行政体制整備室「前掲書」．

　　総務省は，平成11年度以前に行政評価制度を

　　導入した団体，行政評価制度を専門，に担当す

　　る部署を有する団体，および，総務省設置の

　　行政評価についての研究会が推薦する団体と

　　して以下の21団体を選出し，書面およびヒァ
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　　　リング調査を行うた．21団体の構成：北海道，

　　　青森県，岩手県，宮城県，秋田県，群馬県，

　　　埼玉県，石川県，静岡県，三重県，滋賀県，

　　　大阪府，兵庫県，岡山県，山口県，佐賀県，

i　　札幌市，川崎市，d埼玉県草加市，新潟県発田
　　　市，三重県四日市市．　　・

　78）総務省自治行政局行政体制整備室「前掲書j，
　　　pp．工8－20，34≒37．

　79）日本公認会計士協会近畿会社会公会計委寅会

　　　「近畿圏における行政評価システム導入とBS・

　　　行政コスト計算書に関する現状分析（中間報

　　　告）」2003年．これは，近畿圏109団体1（2府

　　　5県102市）Lにたいし，2002年3月から5月に
　　　かけてi実施したアンケー1ト調査（回IF率62．4％）

　　　に基づく分析である．　T　　．　　・

　80）隅田一豊『自治体行財政改革のための公会計
　r．’入剛‘ぎょうせい，2001年，p、工36．

81）三重県では，2002年から，県民から寄せられ

　　た意見，および，その意見にどのように対応

　　したかを施策別に検索できる「県民の声」を

　　インターネットで公開している．

82）平成14年度の行政監査では，13施策を対象にs

　　①事i業妥当性，②目標達成度，③有効性，④

一　経済性・効率性，・⑤品質十分性，⑥公平性・

　　計画性，⑦行政活動，の7つの評価項目につ

　　いて1から5までの評点を付し，それを総合
　　判定してA與A，B，qDの5段階による評価を行

・っている．三重県監査委員「平成14年度行政
　　監査（評価）詰果報告書」2002年．

83）HM　T・easury，CSR1999－2002，。P．ciL，P．i．

84，）正IM・Treastiry，CSR・1999．2002，ibid．，p．i．

85）HM　Treasury，、Spending　Revieiv　2000tPublic

　　Ser’vice　Agreentents　2001－2004，0p．ciL，Chapte芋2．

86）石原俊彦i前掲聲』p．222．

　　　　ジ
〔いしだ　はるみ　文教犬学情報学部専任講師〕

　　　　　　　　　　　［2005年5月・30日受理〕

「


